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平成２７年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２７年３月６日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  五十嵐   聡 君 

   １番  倉 本   賢 君 

   ２番  長谷川 吉 春 君 

３番  谷 村 知 重 君 

４番  丸 山 文 靖 君 

５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  森 川   明 君 

   ７番  吉 岡 文 子 君 

８番  桜 井 龍 雄 君 

９番  金 子 義 彦 君 

  １０番  高 田 正 則 君 

  １２番  小 関 勝 教 君 

  １３番  土 井 敏 興 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  市 川 厚 記 君 

 市 民 部 長  竹 田   隆 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  副 市 長 事 務 取 扱 

 経 済 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  本 田 弘 明 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  後 藤 樹 人 君 

 総務部総務課長  佐 藤   崇 君 

 総務部総務課主査  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会委員長職務代理者  森 田 みちえ 君 

 教育委員会教育長  早 瀬 公 平 君 

 教育委員会教育部長  伊 藤 敦 史 君 

 

 選挙管理委員会委員長  竹 山 哲 郎 君 

 選挙管理委員会事務局長  佐 藤   崇 君 

 

 農業委員会会長  小 川 俊 美 君 

 農業委員会事務局長  吉 村 清 孝 君 

 

 監 査 委 員  山 口 隆 慶 君 

監査事務局長  濱 砂 邦 昭 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  中 平 匡 司 君 

 次     長  三 上   忠 君 

 

午前１０時００分開議 

●議長内馬場克康君 これより、本日の会議

を開きます。 

この場合、説明員の代理出席について、次

のとおり通知がありましたので報告いたしま

す。 

教育委員会委員長高橋泰浄君は、本日、都

合により欠席いたしますので、委員長職務代

理者森田みちえ君が代理出席いたします。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

８番 桜井龍雄議員 
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９番 金子義彦議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

７番、吉岡文子議員。 

●７番吉岡文子議員（登壇） 2015年第１回

定例会にあたり、大綱３点について、市長及

び教育長に質問いたします。 

質問の前に一言申し上げます。安倍政権の

政治と金の問題が深刻です。首相をはじめ、

閣僚の問題献金が次々と明らかになっていま

す。その大半が国からの補助金を受けた企業

からの献金です。知らなかったでは済まない

問題のはずです。もともと企業団体献金は、

それ自体が問題です。営利目的の企業が、営

利を求めて献金をすれば、それは文字どおり

の政治の買収であり、賄賂です。逆に営利を

求めず企業献金をすれば、株主からは背任と

言われます。 

日本共産党は、企業団体献金の禁止を主張

するだけでなく、自ら実践しています。やれ

ばできるのに、やらないでいることが信じら

れません。献金を受け取っていた議員の、自

分に甘い体質にうんざりというところであり

ます。 

質問に入ります。その１つは、人口減少対

策についてです。昨年、増田寛也元総務大臣

が発表したいわゆる増田リポートは、地方消

滅を喧伝し、世間を大いに騒がせました。こ

とに、若年女性 20 歳から 39 歳の 2040年の人

口を独自の方法で推計し、現状から半分にな

る市町村を、今後、消滅する可能性が高いと

したことにより、注目度が一挙に高まったと

いえます。一方で安倍政権は、６月策定の骨

太方針の中で、人口減少社会への対応を全面

に掲げました。それは地方再生問題の範囲に

とどまらず、人口減少社会が来るから大企業

中心の成長戦略のギアを上げる必要がある、

社会保障費も聖域なき見直しが必要、自治体

も行政サービスの集約とネットワーク化が必

要と、これらをやむを得ない気分にさせ、国

民に受け入れさせようとするイデオロギー攻

撃というべきものでした。確かにこの増田リ

ポートで、諦めや農村たたみ論などが持ち上

がりました。しかし、この意図的に誇張した

自治体消滅などの宣伝に対し、専門家から増

田氏の発表には、2011 年の東日本大震災を契

機に、地方回帰とも言える若者の地方へのＵ

ターン、Ｉターン、Ｊターンの移住が増加し

ていることや、その希望も増えていることが

反映されていないなどの指摘が相次ぎました。  

また、自治体の側でも若い世代の受け入れ

や、地方での農業の紹介や仕事の拡大、手厚

い住まいと子育て施策の推進などで人口増を

実現したところ等の実践例が広がっているこ

とがさまざまに紹介され、広く知られること

となっています。しかし、現実的には美唄市

においても、人口の減少は止まらない状況で

す。３万人だった人口が３万人を下回り、現

在、２万 5,000 人をも下回る状況となってい

ます。自治体として存続するためには、右肩

下がりを止めて、人口を増やさなければと美

唄市をはじめ、各地でさまざまな施策が議論

されています。 

そこで、本市の人口対策として取り組まれ

ております移住定住促進事業についてお伺い
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いたします。これまでの事業展開と実績につ

いて、移住定住につながった世帯数、世帯人

員、どちらからの移住定住なのかについても

お伺いをいたします。 

次に、これからの課題について、どのよう

に整理されているのかについて伺います。 

次に、美唄市独自の施策についてですが、

基本となる方針と今後のスケジュールについ

てお伺いをいたします。 

大綱の２点目は、高齢者の安心な生活につ

いてです。最近、市内・市外に高齢者と限定

した施設が多く見かけられるようになりまし

た。美唄市でもシニアリスペクト、あさひの

家美唄、ウエストドームと、新しい施設が設

置されています。一方で、ＮＨＫの番組で、

高齢者を対象とした見届け施設の放送があり、

私の周りの市民の中で、関心度が高い課題と

なっております。これらの３施設についての

詳しい開設と、監督責任はどのようになって

いるのかについてお伺いをいたします。 

大綱の３点目は、教育行政について、教育

長に伺いいたします。その１つは、就学援助

についてです。内閣府の調査によると、子ど

もの相対的貧困率は、1990年半ばから概ね上

昇傾向にあり、平成 21年には、17.5％となっ

ているといわれています。子どもがいる現役

世帯の相対的貧困率は、14.6％であり、その

うち大人が１人の世帯の相対的貧困率が

50.8％と、大人が２人以上いる世帯に比べて

非常に高い水準となっています。ＯＥＣＤに

よると、我が国の子どもの相対的貧困率は、

ＯＥＣＤ加盟国 34 カ国中 10 番目に高く、Ｏ

ＥＣＤ平均を上回っています。子どもがいる

現役世帯のうち、大人が一人の世帯の相対的

貧困率は、ＯＥＣＤ加盟国中最も高くなって

います。経済的理由により、就学困難と認め

られ、就学援助を受けている小・中学生は、

全国で平成 24年には約 155 万人で、平成７年

度の調査開始以降、初めて減少したが、その

主な原因は、子どもの数全体の減少によるも

のであって、就学援助率はこの 10年間で上昇

を続けており、平成 24年度には、全国で過去

最高の 15.64％となっていると報告されてお

ります。 

私は、保護者の経済状況によって、子ども

の学ぶ環境が左右されることはあってはなら

ないという立場から、美唄市の就学援助の充

実を訴えてきました。そこで、本市の就学援

助の状況について、まずお伺いをいたします。 

次に、就学援助に追加されている追加３項

目について、部活動費、生徒会費、ＰＴＡ会

費についての取り扱いについてお伺いいたし

ます。この点については、委員会などでも何

度も伺っておりますが、美唄市では実現され

ておりませんので、その点についてお伺いを

いたします。 

教育行政の２点目については、学校図書の

充実について教育長にお伺いをいたします。

美唄市においては学校図書の充実についてと

いうことで、以前から私はお願いをしており

ましたけれども、今年度の学校図書の予算の

執行はどのようになっているのか、また、普

通交付税の参入に対しての割合はどのような

ものなのかについて、お伺いをいたしたいと

思います。 

教育行政の３点目には、学校の統廃合につ

いてお伺いをいたします。文部科学省が、小・

中学校の統廃合の指針を 57 年ぶりに見直す
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との発表があり驚きました。財政が優先され

る行政に、地方創生とは真逆の感じを禁じ得

ません。美唄市において、文部科学省の指針

通りの統廃合が実行されれば、小学校、中学

校も今よりは必ずや数が減るに違いありませ

ん。私は、このような地方の特色を都市の理

論で潰すようなやり方には、絶対に許せない

と考えています。先日、町議選があった長沼

町では、昨年、中学校を１校に統合し、今年

度５校の小学校を１校に統合する計画を教育

委員会が先んじて計画化し、保護者説明会に

おいて紛糾し、議論が宙に浮いた状態である

と聞き及んでおります。本市においての今後

の学校統廃合についての考え方をお伺いをい

たします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えいたします。 

はじめに、人口減少対策について、移住定

住促進事業についてでありますが、はじめに、

これまでの事業展開についてでありますが、

平成 19 年度から、美唄市移住定住協議会の皆

さんと一緒に北海道移住促進協議会と連携を

図りながら、インターネットを通じた移住情

報の発信やちょっと暮らし事業に取り組み、

平成 24 年度からは、新築・中古住宅を購入し

て市内へ転入された方に対する最大 150 万円

を助成する制度を創設し、移住者の増加を図

ってまいりました。 

 この助成制度を活用したこれまでの移住実

績を年度別に申し上げますと、平成 24 年度は

新築住宅の助成が３件、中古住宅の助成が１

件、助成額の合計は 430万円で、前住所地は、

奈井江町、石狩市、札幌市で、４世帯 11 名が

移住されました。 

平成 25 年度は新築住宅の助成が０件、中古

住宅の助成が２件、助成額の合計は 80万円で、

前住所地は、岩見沢、鵡川町で、２世帯７名

が移住されました。 

平成 26 年度は新築住宅の助成が１件、中古

住宅の助成が８件、助成額の合計は 353 万

8,000 円で、移住者の前住所地は札幌市など

道内から７件、群馬県など道外から２件で、

９世帯 16 名が移住されました。 

これまでの合計で申し上げますと、新築住

宅の助成が４件、中古住宅の助成が 11件、助

成額の合計は 863万 8,000円で、道内から 13

件、道外から２件、15 世帯 34 名が移住され

ております。 

 今後の課題につきましては、移住を検討さ

れている方々に対し、就職求人情報や商店、

医療機関などの生活に密着した情報、空き家

情報のほか、まちの魅力や暮らしやすさなど、

きめ細かな生活情報を十分に発信して行くこ

とが重要であると考えております。このため、

効率的・効果的な手段として、インターネッ

トを通じた移住に関する情報の充実を行うと

ともに、北海道暮らしフェアに出展し、本市

の観光情報はもとより移住相談やアンケート

調査、ダイレクトメールの発信など、きめ細

かな対応のほか、移住・定住促進助成制度に

ついて、平成 27 年度からは、市内に新築する

前に仮住まいした方に対しても、助成対象と

なるよう、制度の拡充を行う予定であり、今

後も、各協議会等と連携しながら、移住定住

の促進を図ってまいります。 

次に、美唄市の独自施策についてでありま

すが、はじめに、基本方針でありますが、国
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の総合戦略に加え、道の総合戦略を勘案し、

国が基本目標として掲げている「地方におけ

る安定した雇用を創出すること」、「地方への

新しい人の流れをつくること」、「若い世代の

結婚・出産・子育ての希望をかなえること」、

「時代に合った地域をつくり、安全な暮らし

を守るとともに、地域と地域を連携する」を

基本としつつ、地域の実情に応じた計画を策

定する予定であります。 

次に、スケジュールについてでありますが、

平成 27 年度において、私をトップとした部課

長等で構成する全庁的な組織で検討を行い、

市議会をはじめ、美唄市総合計画審議会や美

唄未来会議、まちづくり地区懇談会、自治組

織代表者会議、地域経済円卓会議を通して市

民との意見交換を行い提言をいただくほか、

外部有識者からも助言等をいただき、まち・

ひと・しごと創生に向けた地方版総合戦略を

策定してまいりたいと考えております。 

次に、高齢者の安心な生活について、市内

高齢者向けの施設についてでありますが、施

設の法的位置づけ等について申し上げますと、

はじめに、「シニアリスペクト」につきまして

は、国土交通省・厚生労働省所管の「高齢者

の居住の安定確保に関する法律」による登録

制度である「サービス付き高齢者向け住宅」

として建設され、北海道が監督権限を有して

おります。 

 次に、「あさひの家美唄」につきましては、

介護保険法に規定される認知症対応型のグル

ープホームで、認知症状のある要支援２以上

の方が対象で、入所が市民に限定される地域

密着型となっており、同様の施設としてはこ

の他に「ななかまど」「アルメリア」がありま

す。なお、監督権限は本市が有しております。 

次に、「ウエストドーム」につきましては、

当初は「サービス付き高齢者向け住宅」とし

て建設されたものでありますが、その後、所

有者が変更になったことから、所有者に確認

をしたところ、現在は高齢者向けのアパート

として運営していると伺っており、アパート

ということになりましたら、老人福祉法や介

護保険法の対象外となるところであります。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 吉岡議員のご

質問にお答えいたします。 

初めに、就学援助についてでありますが、

過去３年間における小・中学校ごとの認定率

につきましては、平成 24 年度は小学校で

26.1％、中学校で 24.9％、平成 25 年度は小

学校で 25.0％、中学校で 26.0％、平成 26 年

度につきましては、現時点で小学校 26.4％、

中学校で 27.8％となっております。 

次に、追加されたクラブ活動費、生徒会費、

ＰＴＡ会費の３項目につきましては、支給に

向け検討を続けておりますが、財源の確保が

課題となっているところであります。 

就学援助制度につきましては、平成 17 年度

から準要保護世帯に係る補助が廃止され、地

方交付税化されたことにより、財政状況が厳

しい市町村にとって支給実施が困難となって

いる状況にあることから、教育委員会といた

しましては、全国都市教育長連絡協議会など

を通じ、国に対して就学援助の財源の充実を

継続して要望しているところであります。 

今後につきましても、実施に向けて検討を

行ってまいりたいと考えております。 

次に、学校図書の充実についてであります
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が、平成 26 年度の学校図書にかかる予算額に

つきましては、小学校で 74 万 1,000円、中学

校で 40 万 6,000円となっており、執行率につ

いては、現時点で小学校、中学校ともにほぼ

100％となっております。 

平成 26 年度の普通交付税算入額につきま

しては、小学校費で 185 万 3,000 円、中学校

費で 164 万 7,000円となっております。 

次に、学校適正配置についてでありますが、

教育委員会では、児童生徒の減少が続いてい

ることから、将来の望ましい学校の配置につ

いて、昨年８月以降、教育委員会議において

協議を続けているところであります。 

そのような中、本年１月、文部科学省が「公

立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引」を策定し、この中で、通学時間

や望ましい学級数の考え方などが示されまし

た。今後、これを参考として、本市における

将来の児童生徒数の見通し、小規模校のメリ

ットやデメリット、小中一貫校や学校統合な

どの可能性を含め、学校の適正規模について

協議、検討し、一定の考え方を取りまとめる

こととしております。 

検討にあたっては、保護者や地域の皆さん

と共通理解を図ることが重要であると考えて

おります。 

また、平成 27 年度に設置される「総合教育

会議」の中でも協議されるものと考えており

ますが、本市の子どもたちに良好な教育環境

を保障するという観点から、慎重に検討して

まいりたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 ７番吉岡文子議員。 

●７番吉岡文子議員 それでは、再質問に入

ります。 

まず人口減少対策についてですけれども、

新築住宅また中古住宅の取得ということは、

熟慮の末でなければできないことですので、

爆発的にこの制度を利用されるという方が増

えるということは、あまり考えられないこと

です。それでも事業展開の中では、３年度の

展開の中で、15 世帯 34 人の方が美唄にお住

まいになるという選択をされたということで

すので、27 年度に制度の拡充も予定されてい

るということなので、せっかくの制度ですか

ら、周知していただきたいと考えております。 

この中には、近ごろ若者の住まい方の中で、

ちょっと本で読んだんですけれども、一世代

飛び越し、おじいちゃん・おばあちゃんのい

るところに若者が入ってくるという例もある

と伺っております。ですから、インターネッ

トももちろん大事なんですけれども、インタ

ーネットにちょっと縁遠い高齢者の方にも、

こういった制度があって、美唄市では市をあ

げて歓迎していますよ、補助金も出していま

すよ、みたいなことをぜひ周知をお願いした

いと思います。 

それと、状況を伺っておりますと、中古住

宅の助成が 11件あるということで、比較的中

古住宅でも状態がいいほうのものだとは思う

んですけれども、町内会でもいろいろ問題が

多い空き家対策にもつながっていくと思いま

すので、ぜひともその辺のところの周知徹底

をお願いしたいと思います。 

それから増田リポートに関して、決してそ

うではないということを、小田切徳美さんと

いう方が、農山村は消滅しないという本をお

書きになって、これが去年の 12 月に出版され

ているんですけれども、これが一応私が読ん
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でみて、納得がいく内容だなと思って読みま

した。ぜひ読んでいただきたいんですけれど

も、先ほどもお話ししましたけれども、地方

に若者が移住してくるという中には、何か理

由があるんだということで、ここでは、島根

県の邑南町などで、ハーブを生かしたまちの

取り組みに若い女性限定で１年間研修しても

らう中で、その方たちが邑南町に住まってご

結婚されてというような形がありました。 

それと本市は、比較的遅れているわけなん

ですけれど、邑南町では、移住者が多いがた

めに子育て支援も非常に頑張ってやっておら

れるということで、今後この子育て支援の問

題については、美唄市の大きな課題になって

くるのではないかと思うんですけども、ぜひ

お読みいただきたいと思っております。 

あと、今ほどはその移住定住ということで、

ずっとお住まいになるということですけれど

も、以前、この移住定住の中でも議論したこ

とがあると思うんですけれども、団塊の世代

の皆さんが多くリタイアする時代がやってき

て、住み方そのものが変化していくのではな

いかという議論もされています。比較的住み

やすい、積雪状態でない時に北海道に住まわ

れて、雪のあるときには、自分の自宅に帰ら

れるという形で、道内には自治体民間経営の

各種滞在型の体験農園というものがあると思

います。近隣では、岩見沢市の栗沢地区に、

かつて栗沢町だったときの町長さんが、肝い

りでつくられたクラインガルテンというもの

がありまして、年間の約半分、北海道で雪が

解けてから積雪までの間、そこに滞在して、

農園付の住宅に住まって、農園を楽しむとい

う、他の地域の住民ですけれども、半分、例

えば栗沢だったら栗沢の住民になるっていう

方の存在が多く取り上げられています。 

道内にも、調べますとたくさんのクライン

ガルテンがあり、年間の滞在費は、決して安

いのか高いのか 20 万とか 30 万とかっていう

形で半年分をお借りになるわけですけれども、

それが非常に人気だといわれております。 

美唄には、もちろん今は使われておりませ

ん専修大学の農場ですとか、廃校になってい

る学校の校舎、また、グラウンドなどがクラ

インガルテンに活用できるのではないかと私

は考えております。そのあたりのことについ

ても、ぜひ今後の新たな美唄の人口減少対策

についての論議の中で議論していただきたい

と考えておりますけれども、その点について

まずお伺いをいたします。 

それから、高齢者住宅に関してですけれど

も、責任の所在は分かりました。最近、確か

特別養護老人ホームだったと思うんですけれ

ども、身体の拘束ですとか、それから職員に

よる虐待だとかが取り上げられていたと思う

んですけれども、施設の中の検査方法という

のは、どのようになっているのか、どのよう

にすべきなのかについて、お伺いをいたしま

す。 

それから、高齢者の住まい方ですけれども、

私の身近な方で、美唄の自宅から市外の高齢

者施設を選択して、離れて行かれたという方

が最近数多く見かけられます。冬の間の住居

の管理ですとか除雪、買い物、病院など理由

は個々人それぞれですけれども、やはり住み

慣れた美唄にいたいけれども、それが叶わな

いと、やむを得ずにふるさとを離れるという

高齢者の方の心情を思うと、切ない気持ちに
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なっております。何とか住み続けられるよう

な援助ができないものでしょうか。例えば、

深川市では納内地域だったと思うんですけれ

ども、冬期間だけ高齢者がまとまって住むよ

うな形態を提案していると聞いています。美

唄においても今後、検討する必要のある課題

と考えますけれども、市長のお考えをお伺い

をいたします。 

それと、教育行政について教育長にお伺い

をいたします。 

就学援助についてですけれども、国で約

14％ぐらいですか。北海道を調べてみました。

北海道は 23.3％でした。道の認定率に比較し

ても本市の認定率は、高い水準にあるといえ

ると思います。ちなみに北海道は全国で５番

目に高い水準です。これは 2014 年の２月の調

査ですけれども、大阪、山口、高知、北海道、

東京となっています。美唄の教育委員会は、

今ほどの教育長のご答弁にもあったように、

準要保護世帯分が交付税化されたことに伴っ

て、就学援助の世帯の基準となる収入を切り

下げていますよね。かつては生活保護水準の

1.3％だったものを 1.15 という形で切り下げ

ているはずです。切り下げるということはつ

まり、認定する所得を下げるわけなんですけ

れども、下げてもなおかつ、この３年間の数

値を伺っても上がっているということは、美

唄の中における小・中学生を持つ世帯の方た

ちの収入が下がっているということがいえる

のではないかと私は思っています。追加３項

目についてですけれども、ご検討されている

ということですけれども、これはやはり、教

育委員会の姿勢、自治体の姿勢が大きく反映

されるのではないでしょうか。もちろん美唄

も厳しいですけれども、他の自治体も厳しい

中でも、南空知でもこの追加３項目について

実施している自治体もあります。町の部分な

どは結構多く実施しているわけです。北海道

の就学援助率を見るために私も北海道の教育

委員会のページを見てみましたけれども、北

海道教育委員会のページには、この追加３項

目それぞれきちんと入っているんですよね。

子ども達がどこの自治体で育つかによって、

この３項目を受けるか受けないかというのは

やっぱり大きく影響してくることだと思いま

すし、ぜひとも実現していただきたいと思う

んですけれども、この３項目を美唄で予算化

した場合、どれぐらいになるか試算されてい

るのであれば、その金額をまずお伺いしたい

と思います。 

それと、学校図書についてですけれども、

予算執行としては、それぞれほとんどやられ

ているということですけれども、交付税につ

いて見てみると、小学校では約 40％、中学校

で 24.7％の予算化ということになると思うん

ですけれども、果たしてこの水準で美唄の子

ども達の学校図書というのはいいんだと、十

分だと教育長はお考えでしょうか。私は子ど

もにとって読書の大切さを自分の子育てや周

囲の友人・知人の子育ての中で身をもって経

験してまいりました。学校のテストの成績も

大事ですけれども、社会に出て生きていく際

には、テストの点数よりどう生きるかという

ことが重要です。困難な事態に直面した時に、

自分で解決できる力を養うためには、じっく

りと思考を巡らし、記憶の引き出しのあちこ

ちで出し入れしながら、自分の中で必要な情

報をじっくりと取捨選択するということでは
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ないでしょうか。読書は情報の宝庫です。柔

軟な子どもの脳に豊富な情報を届けたいと私

は常々思っています。子どもの幸せのために

声を上げることは、それは大人の責任だと思

うからです。改めて美唄の小・中学校の学校

図書に対する交付税の参入、こんな水準でい

いのかどうか、お伺いしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、移住定住促進事業の周知について

でございますけれども、周知につきましては、

インターネットはもとより、市の広報紙やそ

れ以外の周知を図っていきたいと考えている

ところでございます。 

また、移住定住のあり方につきましては、

他市の先進事例も参考にしながら、検討して

いきたいと考えております。なお、これまで

も各種計画の策定時に寄せられましたご意見

は、大変貴重なものとして検討させていただ

きますが、先ほど議員ご指摘の各種事例など

も参考にしながら、この地方版総合戦略の策

定にあたりましても、寄せられたアイデアや

ご意見などを十分に参考にしながら、今後と

も検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

次に、施設の検査についてでございますが、

北海道が監督権限を有する「シニアリスペク

ト」については、聞き取り調査、報告、改善

指導、立ち入り検査、指示などにより指導監

督が行われ、結果によっては登録が取り消さ

れる場合もあると伺っております。なお、こ

の施設の検査は建設時の平成 24 年に実施さ

れ、次回は５年後の更新時に行われる予定と

伺っております。 

 また、美唄市が監督権限を有する「あさひ

の家美唄」や他のグループホームについては、

実施時期に特に定めはありませんが、実施計

画を立て、適宜指導を行うことになっており

ます。 

 指導方法につきましては、事業者を一定の

場所に集めて講習等により行うものと、事業

所または施設において実地指導に関するマニ

ュアルをもとに説明を求める面談方式で行う

ものがあります。なお、実地指導の結果、改

善を要すると認められる事項等があった場合

は、文書で通知をし、報告を求めることとし

ています。 

 また、介護給付費等対象サービスの内容に

不正または不当があると疑われる場合は、監

査を行うこととしており、その結果、指定基

準違反等が認められた場合は、指定の取り消

し等を行い、北海道知事に届け出るとともに

公示を行うこととされております。 

 次に、新しい住まいのあり方の検討につい

てでありますが、一人暮らしの高齢者や高齢

者だけの世帯が増加する中、冬期間の除雪、

通院や買い物の負担や一人暮らしの不安を抱

えている方も増えていると伺っており、この

ため、今後においては、こうした方々の意向

も含め、高齢者が安心して生活できるよう、

街中居住等の住まいのあり方について検討を

して参りたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 吉岡議員のご質問にお

答えいたします。 

就学援助についてでございますが、平成 26

年 11 月時点における就学援助認定者数及び
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平成 27 年度の単価による試算によりますと、

追加３項目にかかる所要額は、小学校で 69 万

6,000 円、中学校では 183 万 5,000 円、合計

で 253 万 1,000円となります。 

次に、学校図書の充実についてでございま

すが、学校図書館につきましては、読書セン

ターとして、また、学習・情報センターとし

て重要な機能を有していると考えております

ことから、今後におきましても、蔵書整備、

さらには環境改善に取り組み、学校図書館の

充実に努めてまいる考えでございます。 

●議長内馬場克康君 ７番、吉岡文子議員。 

●７番吉岡文子議員 教育長に質問いたしま

す。これは、予算の措置もありますので、な

かなか難しいところだと思うんですけれども、

今ほどお伺いしました追加３項目を予算化し

た場合、253 万なにがしだというお話であり

ました。私も財政の専門家ではないので、こ

の数字そのものは積み上げてきた数字だと思

うんですけれども、子どもに関してのものに

ついては、やっぱり私は何をさておいても優

先すべきものではないかなと思うんです。そ

れで、安倍政権においては、今後、貧困対策

も進めていくというお話でしたので、私の印

象としては、美唄の平成 27 年度予算総額 165

億円ですけれども、それと比較すること自体

が間違いだというのは、それは仕方ないと思

うんですけど、それを見ると、果たして本当

にこの 253 万なにがしができないものなのか

どうか。美唄も確かに財政健全化の中で苦し

いんですけれども、道内ほかのところも苦し

いところもあるんですけども、やられている

ところもあるわけです。どちらかといえば大

きいところは、やっていないわけなんですけ

れども、小さい自治体でこれらについて、追

加３項目を認めているところもあるわけなん

です。ですから、これはやはり教育行政の長

たる教育長さん、またはその財政の方ですか、

そういった方の考え方の問題が大きいのでは

ないかと、私はずっとかねがね思っていたわ

けなんですけれども、この 253 万円という金

額について、教育長はご自分の思いとして、

とても難しくてできないという思いなのか、

それともどうにかやっていけばできるという

お考えなのか、そのところをお伺いしたいと

思うんです。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 吉岡議員のご質問にお

答えいたします。 

就学援助についてでございますが、この制

度につきましては、経済的に厳しいご家庭に

配慮するという趣旨から、大変重要な制度で

あると認識しております。 

追加３項目の実施につきましては、他市の

状況、本市の財政状況を踏まえ、優先的項目

ごとの実施なども含めて、さらに検討してま

いりたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。８番、

倉本賢議員。 

●８番倉本賢議員（登壇） 2015年第１回定

例会にあたり、市長並びに教育長に大綱３点

についてお伺いをいたします。 

市長並びに教育長は、本定例会の初日に、

それぞれ市政執行方針、教育行政執行方針を

お示しになられたところでございます。美唄

市におきましては、財政健全化計画及び市立

美唄病院経営健全化計画の最終年度となる平

成 27 年度が、今後の自治体経営の大きな正念
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場とも言えると受け止めているところでござ

います。しかし、美唄市をはじめ、全道全国

の多くの地方自治体は、依然として少子高齢

化と人口減少が行政はもちろんのこと、市民

の皆さんの共通する重要な課題としてありま

すけれども、この解決に向けた議論や懸命な

努力にもかかわらず、確実に進行していく厳

しい現状となっています。加えて、地方にお

ける景気回復は、遅々として進まず、アベノ

ミクスの経済政策の構造的な課題である格差

の拡大を実感するところであります。このア

ベノミクスの対処療法的な地方創生について

も、元気とやる気のない地方や国の意に沿わ

ない地方は、切り捨てをすることも仕方がな

いという価値観を国民に押しつけてしまうの

ではないでしょうか。また、昨年末の大義な

き解散総選挙で、与党は自席の３分の２を維

持した結果、国民の信任を得たとして、消費

増税の延期のみならず、安倍内閣総理大臣の

政治理念が、大きく全面に押し出された政治

運営が強硬に行われています。しかし、選挙

の結果は、尊重されるものではありますけれ

ども、低い投票率と政権与党に対する決して

絶対多数となる得票率における結果ではなく、

集団的自衛権の行使容認や憲法改正などの国

民的な重要な課題についても、全権委任はし

ていないとも言えるのではないでしょうか。 

さて、質問の大綱第１は、市長が取り組ん

だまちづくりについてであります。高橋市長

は平成 23 年７月に就任され、同年８月１日の

第３回市議会臨時会で所信表明を示され、基

本姿勢では市長選挙の僅差の結果の重みを受

け止められ、ふるさと美唄を企業経営で培っ

た行動力と決断力をもって、全力で取り組ん

でいくとされました。そこで私は、市長のこ

れまでの美唄市のトップリーダーとしての行

動力のあるさまざまなお取り組みについては、

敬意を表するところでありますけれども、こ

のように緊張感を持って就任され、そして、

これまで経験されたことのない地方自治体の

長として、行政を担う責任や役割について自

ら感じられた課題やその解決に向けた取り組

みについて、どのようなものがあったのか具

体的に市長自らのお言葉でお聞かせください。 

次に、大きくは第６期総合計画であるびば

い未来交響プランを基本に、２つの目標と６

つの重点に取り組むとされ、目標に、元気な

人づくりと元気なまちづくりを上げられ、こ

の元気なという言葉を全面に打ち出され、各

分野での具体的な取り組みについて、精力的

に取り組まれてきたものと考えております。

そこで、極めて抽象的な元気なという表現で

ありますけれども、市民の皆さんがこの元気

なという表現を実感することができるこのこ

とも大変重要なことではないかと思います。

そのためにも、これまでのお取り組みの実践

の結果、元気度というか、この元気の評価に

ついてどのように総括され、今後のお取り組

みに反映されようとしているのかお聞かせを

いただきたいと思います。 

次に、多少具体的な内容になりますけれど

も、元気なまちづくりにおける取り組みにつ

いてであります。まちづくりにおける農業を

含めた産業振興と、地域経済の活性化を図り、

国や道との連携を強化するともされておりま

す。そして農地の基盤整備、食糧備蓄基地構

想、農商工連携などについて精力的に実績を

残されているものと考えるところでございま
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す。そこで、この中で、市長の考える農商工

連携についてでありますが、これは農産物や

特産物を基本とする限定的なものによる地域

経済の活性化なのかどうかお聞かせいただく

とともに、今一度、地域経済の活性化と、ま

ちづくりの将来展望に向けたイメージについ

て、具体的にお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

大綱の第２は、平成 27 年度予算についてで

あります。本定例会に一般会計 165 億 1,578

万 2,000 円、全会計で 297 億 271 万 2,000 円

の平成 27 年度予算が上程されていますけれ

ども、厳しい財政環境における中、地域経済

の活性化を基本としながらも、その背景に残

念ながら国の経済対策と一体的な予算編成と

なっていることが大きく影響し、地方自治体

の理念である住民自治につながるものは、非

常に弱いものがあるのではないかとも感じて

いるところであります。また、一般会計から

の他の会計への基準外繰り出しも大きなもの

もあり、今後の各会計における財政運営の見

通しが、必ずしも劇的に好転するという予想

もしがたく、依然、危機的な状況にあるとも

考えるところであります。市長も具体的な今

後の重要課題として、病院会計の不良債務解

消、水道事業会計の健全化、保育所の統合、

施設整備、三セク債借り入れによる土地開発

公社及び情報開発学園の解散整理があるとさ

れています。このような状況のもとでの平成

27年度予算編成にあたられ、市長をはじめ市

役所職員の皆さんのご苦労とご努力に心から

敬意を表するところであります。政策的な事

業予算については、それぞれ数多い行政課題

がある中で、限られた財源をどうやって効

率・効果的に生かすのかを慎重に検討され、

具体的・最終的には市長査定というか市長の

ご判断で編成された結果であると考えている

ところでありますけれども、個別の施策や事

業については、予算審査特別委員会の場でし

っかりとご説明をいただきたいものと考える

ところでありまして、市長にお聞きいたしま

すが、新年度予算編成にあたり、厳しい財政

状況の中、限られた財源の中で、事業の選択

と集中を図ったともされております。その結

果としての予算案であるということは理解す

るところでございます。そこで、この選択と

集中について具体的な手法と内容についてご

説明いただきたいと考えます。 

大綱の第３は、改正された教育委員会制度

についてであります。我が国における教育制

度の大変大きな改革が行われ、現行の教育委

員会制度が、地方教育行政の一部を改正する

法律により、本年４月から施行されることに

なりました。このことは、市長の市政執行方

針における学校教育の項目で、教育委員会制

度の改正に伴い、総合教育会議において教育

の振興に関する施策の大綱の策定、教育条件

の整備等を重点的に講ずべき施策、緊急の場

合に講ずべき措置について、教育委員会と協

議調整を行うとされ、教育長は教育行政執行

方針において、４月から新たな教育委員会制

度が始まるとして、戦後 70 年の教育制度が戦

後の平和と改革の希望を胸に再出発し、時代

のさまざまな教育課題に対して、議論と改革

が進められてきているとの認識を示しておら

れます。この制度改正は、現行の教育委員長

と教育長を新たに教育委員会を代表する教育

長に一本化し、首長が教育長を任免するほか、
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首長が総合教育会議を主催し、教育委員会と

の協議を経て、教育方針の大綱を策定する権

限を持つ。そして、重点施策、いじめ対策な

ど緊急措置を要する問題などもここで協議を

するものとするようなことが概要であると受

け止めているところでございますが、このこ

とは、首長と一定の権限などで、これまで距

離を置いてきた教育委員会は、形は残すもの

の、実質的には首長と自らが任免した教育長

が、その基幹する教育を主導していくという

ことになるのではないかと考えるところであ

ります。この制度改正にあたりまして、これ

まで多くの問題点等が指摘をされてきました。

それは、首長の関与が強まることにより、教

育の政治的中立性が損なわれるおそれがあり、

さらに、直接首長に任命される新教育長は、

教育委員よりも短い３年任期となることなど、

身分保障が弱められることにより、教育委員

会で審議された結果よりも首長の意向を受け

て、その強められた権限を行使をすることに

なる。そしてそれが、政治的中立性、継続性、

安定性を損なうおそれがある。このような課

題が議論されてきております。また、首長が

策定する大綱の内容は、国の教育振興基本計

画を参酌することとされ、地方自治体の権限

であるはずの教育行政について、国の意向が

制度的に反映されてしまうおそれなど、教育

を地方自治体の事務とし、行政権限を独立行

政委員会である教育委員会に属させた教育委

員会制度の趣旨を本当に形骸化させる新制度

ではないかと、このような問題点もあげられ

ておりました。私はこれまで市長並びに教育

委員長等に対して、この新教育委員会制度に

ついて質問をしてきました。それぞれお答え

は、その当時の現行の教育委員会制度に対す

る遵守の認識と制度改正については、現行制

度の課題もあるという認識のもと、国の動向

を待つというお答えをいただいてきたところ

であります。そこで、いよいよ法改正による

新制度が始まることになったところでありま

すけれども、改めて、市長並びに教育長にそ

れぞれ新教育委員会制度に対する認識をお聞

かせいただきたいと思います。教育長には、

新教育委員会制度における教育委員会議の協

議内容や会議主宰がどのように変わるのか。

市長には、総合教育会議のその所管、そして、

具体的な運営方針、また、大綱についてどの

ような扱いとするのか、そのお考えをお聞か

せください。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 倉本議員の質問

にお答えいたします。 

初めに市長が取り組んだまちづくりについ

て、私の市政運営についてでありますが、私

は、市長としての重責を担った時から、市民

の皆様のさまざまな思いを大変重いものと受

け止め、常に緊張感を持って、「ふるさと美唄」

の再生のために、企業経営で培った行動力と

決断力を持って取り組むことを基本姿勢とし、

就任当時と変わらぬ気持ちのもと、市政の舵

取りに全力を注いできたところであります。 

 私の企業経営者としての考え方から取り組

んだものとしては、庁内情報の一元化により、

情報の共有や危機対応能力の向上に努めてき

たほか、トップダウンによるスピーディーな

政策決定のために、市の部長職による経営会

議を設置するなど、さまざまな課題に取り組

んできたところであります。 
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 一方、企業経営と自治体経営を比べてみま

すと、企業経営では、トップの判断のもと利

潤の追求が求められますが、自治体経営の中

では、限られた財源の中で、自身の考え方だ

けではなく、市議会やさまざまな意見を持つ

市民の皆様からのご理解とご協力を得たうえ

で、市民へのサービスを決めていかなければ

ならない点が異なるものと認識しております。 

こうしたことから、課題の解決に当たっては、

市長との対話の日やまちづくり懇談会など、

市民の意見を伺うさまざまな機会を通じ、ま

ちづくりの情報や問題意識を共有し、市民と

ともに取り組んできたところであります。 

 また、市民の皆様からは、さまざまな要望

が寄せられておりますが、厳しい財政状況の

中、住民ニーズにどのように応えていくかが

大きな課題と認識しており、今後の持続可能

な自治体運営のためには、「美唄市財政健全化

計画」や「市立美唄病院経営健全化計画」の

着実な推進に取り組むとともに、事業の選択

と集中に努めていかなければいけないものと

考えているところであります。 

 私としましては、活力あるまちづくりを目

指していくため、経済活動や市民活動の活性

化を図りながら、市民とともにさまざまな課

題を解決していきたいと考えており、私自ら

が先頭に立ち、決断力と行動力を持って、市

長としての責任を果たしてまいりたいと考え

ております。 

次に、市政運営に係る評価についてであり

ますが、私は、まちづくりの方向性の中で、

特に２つの大きな目標を掲げ取り組むことと

し、その目標の一つである「元気なひとづく

り」においては、まちの輝きは、人の輝きそ

のものであり、市民の皆さん一人ひとりが、

元気に輝くことが大切であるという考え方に

立ち、誰もが健康で安心して暮らせるまちづ

くりを進めてまいりました。 

 その中では、少子高齢化が進む中での子育

て支援や高齢者福祉に取り組むとともに、ス

ポーツを通じた健康づくりに取り組んできた

ほか、市民の皆さんの学習の場として、道央

圏の大学と連携した、人づくりの拠点となる

「サテライト・キャンパス」を設置するなど、

市民の皆さん一人ひとりの元気づくりのため

に鋭意取り組んできたところであります。 

 次に、２つ目の目標である「元気なまちづ

くり」においては、産業の振興と雇用の創出、

交流の拡大などにより元気なまちづくりを進

めてきたところであり、本市の基幹産業であ

る農業の振興はもとより、地域農産物の可能

性を引き出し付加価値を高めるため、農商工

連携による地域経済の活性化を目指し、美唄

の食にこだわったブランドづくりを進めて来

たところであります。 

 私としましては、本市を取り巻く厳しい経

済状況の中にあっても、これらの「元気づく

り」に係る施策は、着実に歩みを進めている

と認識しておりますが、今後もさらなる前進

が求められているものと考えており、より多

くの市民の皆さんの元気な笑顔を作るために

も、将来への希望が持てる、まちの活性化に

向け、しっかりと取り組んでまいります。 

次に、農商工連携による地域経済の活性化

についてでありますが、農商工連携事業は、

私の公約の６つの重点の一つとして掲げ、び

ばい未来交響プランや産業振興計画において、

新たな産業づくりの柱として位置付けている
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ところであり、市内で生産される農産物に付

加価値を付けた新たな製品開発に関する試験

研究及び商品化、新商品の販路開拓等の取り

組みに対し支援してきているところでありま

す。 

 この事業は、農業者と商工業者などが互い

のノウハウをフルに活用し、農産品などの地

域資源を商品化に導くことを柱としておりま

すが、この事業を通じて培われた異業種間の

人脈形成は、地域経済の活性化やこれからの

まちづくりにおいて、貴重な財産となること

から、市としましては、産業支援機関などと

連携を図り、より一層事業の推進に努めてま

いりたいと考えております。 

次に、平成 27 年度予算編成について、選択

と集中についての具体的な手法と内容につい

てでありますが、予算編成に当たりましては、

予算編成方針を策定し、この中で、基本的な

考え方として、財政健全化とびばい未来交響

プランの着実な推進を掲げ、重点施策の展開

方向として、地域経済の活性化、自然環境・

生活環境を含めた環境の整備、安全・安心の

確保、人づくりの４つの柱を示し、国や道の

施策動向等の情報収集に努めながら必要な対

応をしていくこと、歳入の確保と歳出の削減

など、最少の経費で最大の効果という視点を

もって、重点施策への選択と集中を図ること

などについて、庁内周知を図ったところであ

ります。 

 また、びばい未来交響プラン前期基本計画

の最終年度であることから、各事業の総括的

な検証のため事務事業評価や施策評価を踏ま

え、市民の皆さんとの連携・協働により経済

活動や市民活動の活性化を図り、活力あるま

ちづくりを進めることとしたところでありま

す。 

 さらに財政健全化計画及び市立美唄病院経

営健全化計画が最終年次となることから、今

後の重要課題である病院会計の不良債務解消、

水道事業会計の経営健全化、保育所の統合・

施設整備、三セク債借入による土地開発公社

等の解散・整理を見据えて、予算編成作業に

取り組んだところであります。 

次に、改正された教育委員会制度について、

改正された教育員会制度に対する認識であり

ますが、今回の改正では、これまでの課題に

対応するため、教育行政の責任の明確化、教

育委員会の審議の活性化、迅速な危機管理体

制の構築、地域の民意を代表する首長との連

携の強化などの見直しが図られました。なお、

教育委員会は、引き続き執行機関となり、最

終的な執行権限は教育委員会にあることなど、

政治的中立性が確保されているものと考えて

おります。 

 私は、これまでも教育予算の編成・執行や

条例案の提案、教育財産の取得、処分など教

育行政に大きな責任を負ってきておりますが、

これからは本市の教育の課題やあるべき姿に

ついて、総合教育会議を通して教育委員会と

十分な協議、調整を行い、相互の連携を図り

ながら教育施策の方向性を共有し、一致して

執行にあたることが大切であると認識してお

ります。 

次に、総合教育会議の所管についてであり

ますが、総合教育会議は首長が招集すること

から、会議の運営にあたり必要となる開催日

時や場所、協議題の調整、議事録の作成・公

表等の事務は、総務部総務課が担当すること
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としておりますが、具体的な運営方針につき

ましては、今後、総合教育会議において協議

してまいります。  

 次に、大綱についてでありますが、教育行

政における地域住民の意向のより一層の反映

と、教育、学術、文化の振興に関する施策の

総合的な推進を図るため、首長が策定するこ

ととされております。なお、施策の目標や施

策の根本となる方針の策定にあたっては、総

合教育会議において、教育委員会と十分に協

議・調整を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 倉本議員のご

質問にお答えいたします。 

初めに、新教育委員会制度についてであり

ますが、私といたしましては、今回の改正に

より、新教育長は、より重い責任が生じるこ

とを認識する必要があると考えております。 

また、改正後は、さまざまな施策や教育課

題の解明にあたり、責任体制を明確にした中

で、解決に結びつけることができ、市長と教

育委員会との連携については、これまでの運

用上のものから制度上のものとなることで、

より確かなものになると受け止めているとこ

ろであります。 

したがいまして、教育行政の執行にあたっ

ては、従来にも増して、市長と教育委員会が

一致した目的意識を持って進めていくため、

総合教育会議や大綱の策定の協議・調整の場

等で多くの議論を重ねることが重要であると

考えております。 

次に、新制度における教育委員会議の運営

方法についてでありますが、教育委員会議の

招集については、改正前には、非常勤の委員

長が行うこととされておりましたが、改正後

は、常勤の新教育長が行うこととされ、より

迅速な招集ができるようになりました。また、

委員からも３分の１以上の求めにより、招集

が可能となりました。 

新教育長は、会議の主宰者として議事を進

行し、出席者の過半数で決し、可否同数のと

きは、新教育長の決するところによることと

なります。 

教育委員会は、引き続き合議体の執行機関

であるため、新教育長は、教育委員会の意思

決定に基づき事務を行う立場にあり、教育委

員会の職務権限は変更されていないことから、

会議での協議事項については変更ありません。

また、新教育長は、教育委員会から委任され

た事務等の管理及び執行の状況を教育委員会

に報告しなければならないこととされました。 

●議長内馬場克康君 ８番、倉本賢議員。 

●８番倉本賢議員 この場から再質問をさせ

ていただきます。 

初めに、自治体の長としての行政を担う責

任や役割についてでありますけれども、市長

は、経験と実績をお持ちの企業経営者として

の取り組みとして、トップダウンによるスピ

ーディーな政策決定のために市の部長職によ

る経営会議を設置し、市議会やさまざまな意

見を持つ市民の皆さんからのご理解とご協力

を得て、市民サービスを提供してきたとされ

ました。 

市政は、市長トップとしての組織運営がそ

の基盤であり、その方針の最終決定責任は、

当然市長にあります。けれども、全ての行政

需要といいますか、まちづくりの取り組みに
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おいて、市長お一人が事細かに理解されるこ

とは、現実的に大変困難なものではないかと

考えるところであります。やはり私は、日常

的に直接市民の皆さんと接し、専門的な制度

や情報に精通した現場の市役所職員の存在が

なければならないものと考えているところで

あります。当然市の職員は、市長の意を受け

て仕事をすることが基本であります。トップ

ダウンによる行政運営も大変大切なことであ

ろうかとも考えますけれども、このトップダ

ウンの判断にあたっては、十分合理的な判断

材料がなければ、判断を誤るおそれもあるの

ではないでしょうか。そのために私は、市役

所内における風通しの良さが大変大切なこと

になるのではないかと考えております。そし

て、この風通しの良さで、職員個々が地方自

治体職員としての自覚を持ち、地方自治体の

本旨とも言える住民福祉に自信を持って取り

組む意識が確立され、職員全体でつくり上げ

る元気な市役所が市長の強力なバックボーン

となるのではないでしょうか。そこでお聞き

をいたしますが、市長は風通しの良い市役所

づくりについて、どのようなお考えをお持ち

でしょうか。市長が風上から風を送ることで、

風通しをよくするとお考えか、それとも職員

の側からの風を市長をはじめ市役所全体の職

員が感じることができる環境が大切と考える

のか。その辺をお伺いをいたします。 

次に、農商工連携についてでありますけれ

ども、農産品などの地域資源の商品化にあた

り、農業者と商工業者などが互いのノウハウ

をフルに活用し、業種間の人脈形成を生かす

とのことですけれども、いわばこれは６時産

業の確立に重きを置いた環境づくりの支援に

取り組まれるとの理解をするところでありま

す。さらに、この事で人的なネットワークも

形成していくとされました。私は地域経済の

活性化が地域全体の活性化と市内で生活する

市民生活の活性化に大きく影響することを、

決して否定するものではありませんけれども、

あまりにも農商工連携という表現が強調され

ることで、美唄のまちづくりにおけるその担

い手が、農業、商工業が中心となると受け止

められる方もいるのではないかとも感じると

ころでございます。まちづくりは、多くの市

民の皆さんと議会の協力が大切なパワーとな

り、市民が主役となったものとすることも大

切なことではないでしょうか。そのためには、

多くの年金生活者を含んだ消費者や地域で働

く労働者による市民団体など、幅広い思いや

自主的な取り組みとの連携も大切なことであ

ると考えますが、市長はどのようにお考えに

なられるのかお聞きをいたします。 

次に、予算編成にあたり選択と集中につい

て、その考え方をお答えいただきましたけれ

ども、歳入確保と歳出削減など、最小の経費

で最大の効果を図る重点施策への選択と集中

を庁内各分野において、共通認識のもと編成

作業に臨み、びばい未来交響プラン前期基本

計画の最終年度にあたり、各事業の総括的な

検証のため、事務事業評価や施策評価も踏ま

えたとされました。また、今後の重要課題と

なる財政負担を見据えて作業にも取り組んだ

とのお答えでした。この内容につきましては、

予算編成作業にあたり、その結果としての予

算案として議会提案を行ったという種々の検

討の中での選択と集中ということで、議会提

案を行ったという考え方につきましては、極
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めて当然のことであるとも受け止めるもので

ございます。そこで、選択と集中ということ

についてでありますけれども、さらに具体的

にお聞きすると、一体どのような選択肢とい

うか選択の対象となった事業の中から選択さ

れたものなのか。また、それがどうして選択

されたのか。その理由についても、市民の皆

さんに対して、開示されるべきではないかと

考えているところでございます。私は、平成

25年第４回定例会におきましても、予算編成

過程の開示について、先進事例もお示しをし

て質問をいたしましたが、市長は予算の編成

については、重要な課題として認識され、ま

ちづくり基本条例で、市民主体のまちづくり、

情報の共有化、協働のまちづくりを基本とす

る規定と財政運営に関する条項で、市の財政

状況について市民にわかりやすく情報提供し

なければならないとの認識のお答えもいただ

いております。そこで予算編成過程の情報開

示についても、先進事例の調査研究を行って

いくというお答えもいただいております。約

１年経過いたしました。残念ながら従前と変

わらない予算編成作業で予算案が提案されま

したが、びばい未来交響プランにおける適切

な振興はもちろんのこと、新たな行政需要が

どのようなものがあったのかということも、

市民理解のもとで協働してまちづくりを進め

るために、決して無駄なことではないと考え

ます。そこで、調査研究の結果というか、経

過も含めて、その内容と課題があったのなら

ば、それについてどのようなものがあり、ど

う対応していくかということもお聞かせをい

ただきたいと思います。あわせて予算編成に

あたり、各事業の総括的な検証のため、事務

事業評価や施策評価を踏まえたとのお答えで

すけれども、これらの評価内容については、

集中にあたっての考え方などを理解するため

にも、市民の皆さんが現行制度の中で開示請

求することは、可能なことではないかと思い

ますが、どのような内容で開示請求に対応さ

れることになるのか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

次に、改正された教育委員会制度について

でありますけれども、ただ今の市長からのお

答えでは、制度改正は、教育行政に対する責

任の明確化、教育委員会審議の活性化、迅速

な危機管理体制の構築、民意を代表する首長

との連携の強化を図るための改正であり、教

育委員会の教育行政の執行権が残されており、

政治的中立が確保されるとのことでした。ま

た、市長は本市の教育課題やあるべき姿につ

いて、総合教育会議を通して教育委員会と十

分な協議調整で相互の連携を図り、教育施策

の方向性を共有し、一致して執行にあたると

もされました。また、総合教育会議と大綱に

ついては、具体的に今後の教育総合会議にお

いて、協議していくともされております。私

は、今回の改正については、決して地方から

の教育委員会制度の改革を求めた結果ではな

く、全国一律に国の教育振興基本計画を参酌

することを前提に議論され、改正されたもの

であると考えるところであります。このこと

は地方自治体そして、教育委員会の権限であ

るはずの教育行政について、国の意向が制度

的により強く反映されるのではないかと心配

するところでございます。また、改正の大き

な内容の１つである新教育長の任免について、

具体的な御説明ございませんでしたけれども、
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教育委員会における教育長の責任は、さらに

重くなり、その任免にあたっては、当然市長

の責任も大きくなるものと考えるところであ

ります。そこで、市長は総合教育会議で十分

な協議調整で連携するとされましたが、これ

まで市長は現行教育委員会制度について、改

正の課題となったものに対して、具体的な思

いというか考え方について、どのようなもの

があったのか、お聞かせをいただきたいと思

います。加えて、民意の反映ということにつ

いてでありますけれども、教育委員会の選任

にあたっては、従来からレイマンコントロー

ルが基本とされ、教育の特別の専門家ではな

い教育委員が政治的中立を担保して、民意を

反映するものであるとされ、改正教育委員会

制度においても、考え方に大きな変化はない

ものと考えるところであります。新教育委員

会制度では、さらに首長の役割、民意を一層

反映させるともされています。市長のレイマ

ンコントロールについての認識と、新教育長

の任免にあたっての基本姿勢をどのようにお

考えになっているのか。多少抽象的になりま

すけれども、政治的中立と民意についての具

体的な考え方をお示しいただきたいと思いま

す。 

最後に教育長からも新教育制度における、

教育委員会議のあり方などについてお答えを

いただきましたけれども、新教育長のもとで

の教育委員会の職務権限に大きな変更がない

ことについては、理解するものであります。

市長とは、教育総合会議や大綱策定の協議調

整の場で、多くの議論を重ねることが重要で

あるとのお答えでした。今回の制度改革にお

いては、首長の意向が教育行政に色濃く反映

されることも予想され、選挙で選ばれた首長

が、民意を担うという構造的なものも存在し

ております。したがってその選挙のたびに、

教育の方針が変転した場合、特に学校教育現

場などでは、混乱が生じかねないのではない

かと危惧するものであります。したがって、

重要課題は十分教育委員会議の中で議論を深

め、総合教育会議においては、決してイエス

マンとならずに活発な論議を起こし、教育委

員の皆さんが首長に苦言すら辞さない、教育

委員会としての存在が必要であると考えると

ころでありますが、新たな総合教育会議に臨

む教育委員会としての創意ある自立的な強い

意志に関する共通認識を確立する必要と今後

の真剣な議論について、教育長はどのように

お考えかをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 倉本議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、市役所における情報の共有などに

ついてでありますが、風通しの良い職場とは、

組織内での情報や意思が職員同士で共有され

る環境であると認識しております。 

 私が市長として就任以来、関係部長等が全

市的な視点をもって自由に意見を発言し、最

終的に政策判断を行う美唄市経営会議を設置

し、縦割りを超えた情報の共有化を図ってま

いりました。 

 また、市政上の重要課題を担当部局の職員

と政策会議の場で協議を行ってきたほか、毎

週月曜日の午前中に各部長が参集する定例朝

会議では、各部の会議や行事等の連絡・報告

を行い、部局間の横断的な連携が図られるよ

う取り組んでいるところであります。 
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 加えて、複数の部局にまたがる施策の推進

にあたっては、部局間の連携の中で、職員同

士の意思の疎通も図られてきていると考えて

おり、今後におきましても市役所全体が、風

通しの良い職場環境となるよう努めてまいり

たいと考えているところであります。 

次に、地域域全体の活性化についてであり

ますが、この農商工連携事業を活用し、地域

活性化に繋げていくためには、これまでの産

業間の連携の中で培われたネットワークをフ

ルに活かしつつ、日頃より、活力あるまちづ

くりなどに積極的に取り組んでいる市民団体

や個人が自由に参画できる機会を設け、地域

が一丸となって取り組んでいくことが大変重

要であると認識しております。 

 こうしたことから、私としましては、今後

も活力あるまちづくりを目指していくため、

多くの企業や市民の皆様としっかり連携を図

るとともに、産業間連携で生まれた人との繋

がりを礎に、市民の一人ひとりが、ここに住

んで良かったと思える豊かなまちづくりに、

積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に、予算編成過程の開示についてであり

ますが、市民の皆さんに市の予算や財政状況

についての理解を深めていただくことは必要

なことであるという考えのもとで、各自治体

の先進事例についての調査等を行ってきたと

ころであります。 

 予算編成過程の開示の対象事業や内容など

自治体によっては違いがあるものの、基本的

には予算案決定後の２月下旬頃までに開示す

ることが望ましいと考えておりますが、短期

間に膨大な事務量が生じることなどが課題と

なっておりますので、こうした状況を踏まえ、

引き続き検討を行っていく必要があるものと

考えております。 

 次に、 事務事業評価及び施策評価の開示に

ついてですが、施策評価については、市のホ

ームページで開示しておりますが、事務事業

評価については、データ処理が膨大な量とな

ることから、現在ホームページでの開示は行

っておりませんが、市の企画課窓口で申し出

がございましたら閲覧等をすることができる

こととなっております。 

次に、改正された教育委員会制度について

でありますが、現行の教育委員会制度につい

て改正の課題となったものの中では、教育委

員長と教育長の権限と責任の所在が分かりに

くい面があったのではないかと感じていたと

ころであります。 

次に、レイマンコントロールについての認

識についてでありますが、住民にとって教育

は関心の高い分野であり、専門家だけの判断

に偏ることなく、一般の住民の視点からその

意向を適切に施策に反映させる仕組みである

と認識をしているところであります。 

次に、新教育長の任命につきましては、人

格が高潔で、教育行政に関し識見を持ってい

る方の中から、議会の同意を得て任命するこ

ととされております。 

次に、政治的中立と民意の考え方について

でありますが、改正後の教育委員会制度にお

きましても、教育委員会は、首長から独立し

た権限を持つことにより、教育行政の中立性

が確保されるものであります。 

 私といたしましては、より幅広く多様な民

意について、総合教育会議において教育委員
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会と十分に協議、調整を行い、教育施策の方

向性を共有してまいりたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君 倉本議員のご質問にお

答えいたします。 

新教育委員会制度についてでありますが、

総合教育会議での協議、調整にあたっては、

市長と教育委員会という執行機関同士として

本市の教育の向上を目指し、真摯に話し合い

を重ねて、方向性を共有した上で、一致して

執行にあたることが重要であると考えており

ます。 

また、私といたしましては、時代にふさわ

しい教育の本質を見極め、市民ニーズを把握

するため、教育長として資質の向上を目指し、

一層の自己研鑽に努めることが大切であると

考えております。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。９番、

金子義彦議員。 

●９番金子義彦議員（登壇） 平成 27 年第１

回定例会にあたり、大綱１点につきまして、

市長にお伺いをいたします。 

定例会初日に示されました市政執行方針に

ついて質問いたします。 

１点目は、人口減少を克服しつつ、活力あ

るまちづくりに向けて、目指すべき将来の方

向性や具体的な戦略を定めていくこととする

内容について伺います。このことは、昨年民

間研究機関である日本創生会議座長元総務省

増田寛也氏による消滅自治体リストの公表に

端を発し、まち・ひと・しごと創生法の成立

につながり、さまざまな対策を国と地方が一

体となって、課題の解決に取り組むとなった

ものと認識をしておりますが、ここで言って

おります戦略とは、どのような内容でどのよ

うに計画していくのか伺います。 

２点目は、主要施策の人と情報が行き交い

にぎわいが生まれるまちづくりであります。 

その１つは、就任以来、積極的に取り組ん

でこられた農商工連携における６次産業化の

取り組み、また、支援の内容について伺いま

す。 

その２つは、農業振興における後継者対策

の現況と今後の取り組みについてであります。

全国的な農業従事者の高齢化と後継者不足は、

以前より叫ばれておりましたが、依然として

抜本的な解決策が見当たらない状況ではない

かと思います。基幹産業を農業とする本市に

おいても残念ながら例外ではありません。し

かしながら、後継者には夢と希望、さらには、

やる気を常に持っていただけるような取り組

みが必要と考えますが、取り組みの内容と今

後の対応について伺います。 

その３つに、観光交流でのふるさと納税制

度の具体的な活用内容についてであります。

平成 27 年度よりふるさと納税をされた市外

の方に謝礼品を贈呈する計画となっています

が、先般新聞報道により、平成 26 年度空知管

内市町の中で、ふるさと納税に対する返礼品

未実施が、美唄市を含め、２市のみとの報道

がなされました。少々出遅れ感があるものの、

今回の実施により、その効果や成果について

期待をしているところであります。そこで、

このふるさと納税制度と交流人口の増加をど

のようにつなげていくのか伺います。 

その４つは、情報化推進における光回線サ

ービスの現状と今後の取り組みについて、ま

た、インターネット利用状況についてであり
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ます。今日、情報化社会という言葉が一般化

し、日常生活の中にも、普通に利用されてい

るのが現状と認識しています。しかしながら

地域の実態を見てみますと、市民全体が光回

線などの高速回線網の恩恵を受けているとは

言えない状況にあります。高速回線網を整備

するには、相応の費用がかかることは理解し

ておりますが、情報格差が生まれない環境を

整える事が非常に大切であると考えるところ

であります。そこで、美唄市内の光回線サー

ビスエリアの整備経過と現状、今後のエリア

拡大に向けた考え方をお聞かせいただきたい

と思います。また、インターネットの利用状

況と今後の情報発信の考え方についてもあわ

せて伺います。 

３点目は、豊かな景観あふれるエコロジー

なまちづくりであります。 

その１つは、都市基盤整備における市道の

維持管理状況と今後について、また、除排雪

の状況と今後について伺います。今冬の降雪

量は少なく、平均気温も高めに経過し、この

まま春を迎えるような状況の中、このことが

どのような影響があるのか不明ではあります

が、未舗装道路も含めた市道の維持管理をど

のように行っているのか。また、市民、自治

会組織からの整備要望が寄せられてきたと思

いますが、主要な要望並びに対応についてお

聞かせください。さらに、今後の考え方につ

いても伺います。先ほども述べましたが、降

雪量・積雪量ともに少なく経過し、市民生活

における除雪の労力が軽減され、例年にない

雪の状況の中、通常年での除排雪の状況と今

年度の状況、また、予算執行状況についてお

聞きいたします。さらに、今後の除排雪の考

えについても伺います。 

次に、２つとして、景観、緑づくりでの公

園の維持管理であります。市内各所にある公

園については、くつろぎや癒やしなど憩いの

場として市民並びに市外からも訪れるなど、

市にとっても大変大切な観光資源の１つであ

る公園の維持管理状況について伺います。 

４点目は、だれもが健康で生き生きと暮ら

せるまちづくりでの高齢者福祉において、認

知症にかかる具体的な取り組みについて伺い

ます。本市の高齢者数は年々増加し、それに

伴い認知症の人の数も増加することが予想さ

れます。全国的にも同様な傾向で推移するも

のと思われ、認知症にかかわる報道やテレビ

などの特集など、その頻度が増している状況

にあります。本市にとっては大変大きな問題

と認識せざるを得ない状況かと思われます。

そこで、本市の高齢者数と認知症の人の現状

はどうなっているのか、また、認知症の人が

サービスへ結びつくまでの一連の流れについ

て伺います。さらに、今後の取り組みについ

てもお聞きいたします。 

５点目は、みんなで力を合わせるまちづく

りについて、行財政運営での公共施設等管理

計画策定とありますが、その範囲や作成スケ

ジュール等、具体的な内容と現況について伺

います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 金子議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針について、地方創生

の戦略づくりについてでありますが、政府は、

人口減少の克服と地方創生を目的として、「ま

ち・ひと・しごと創生本部」を設置し、国と
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地方が一体となり、中長期的視点に立って取

り組む必要があるとしているところでありま

す。こうしたなか、本市においても、国や道

の総合戦略を勘案し、国が基本目標として掲

げている「地方における安定した雇用を創出

すること」、「地方への新しい人の流れをつく

ること」、「若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえること」、「時代に合った地域を

つくり、安全な暮らしを守るとともに、地域

と地域を連携する」の４つの柱を基本としつ

つ、平成 27年度中に「地方人口ビジョン」を

踏まえた今後５年間の「地方版総合戦略」を

策定することとしております。 

また、策定にあたっては、「びばい未来交響

プラン後期基本計画」との整合性を図るとと

もに、私をトップとした全庁的な組織を設置

し、市議会をはじめ、美唄市総合計画審議会

や美唄未来会議、まちづくり地区懇談会、自

治組織代表者会議、地域経済円卓会議など市

民との意見交換を行い、提言をいただくほか、

外部有識者からも助言等をいただきながら、

ふるさと美唄の再生に向けた戦略づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、人と情報が行き交いにぎわいが生ま

れるまちづくりについてでありますが、はじ

めに、農商工連携における６次産業化への具

体的な取り組みについてでありますが、農商

工連携推進助成事業は、平成 23 年度から実施

し、これまで７団体に対し助成を行い、11 の

商品が生まれております。 

 これら商品につきましては、市内では桜ま

つりや食のフリーマッケットなどの物産イベ

ントにおいて、また、道内では、どさんこプ

ラザや札幌地下歩行空間での商品ＰＲ、大通

りオータムフェストなどの物産イベント、道

外では東京や関西圏でのイベントや商談会等

にも参加して、この事業で生まれた商品の販

路拡大に努めてきたところであります。 

 これら取り組みにより、商品化された乾燥

野菜については、札幌グランドホテルや北広

島にあるレストラン・ホクレンくるるの杜で

販売されているほか、輸入食品及び加工食品

等の製造・販売を行うディーン＆デルーカの

都内全店舗において「アスパラ羊肉フェア」

として惣菜商品が販売されたところでありま

す。私としましては、この農商工連携事業は

６次産業化に着実に繋がっているものと認識

しており、今後におきましても、この事業を、

より一層推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、農業後継者対策についてであります

が、本市では、新規学卒やＵターンにより毎

年平均 11 名の方が就農しており、こうした後

継者や生産組織を育成するため、農業振興基

金を活用して産業用無人ヘリコプターの操作

資格取得や国内外での先進地研修を支援して

いるほか、平成 24 年に制度化された国の青年

就農給付金を活用し、就農者の経営の安定、

農業技術や経営ノウハウの習得を支援するな

ど、新規就農者の育成・確保に努めていると

ころであります。 

 また、生産性の高い農業基盤の形成と、担

い手への農地の集積を促進するため、国営・

道営事業による基盤整備を推進するなど、こ

れからの美唄農業を担っていく方々が自信と

誇りを持って営農できる環境づくりにも取り

組んでいるところであります。 

 しかし、農協が実施したアンケートの結果
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では、農業後継者がいると回答があった農家

の割合は、美唄市農業協同組合で約 23％、峰

延農業協同組合で約 30％となっております。

これらの実態を踏まえますと、本市農業が将

来にわたり持続的に発展していくためには、

多様な担い手の育成や確保対策が必要不可欠

であり、今後は、地域農業再生協議会や農業

改良普及センターなど、各関係機関・団体と

連携し、後継者の育成・確保に向けた取り組

みをさらに推進してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、ふるさと納税についてでありますが、

２月に返礼品を募集したところ、事業者から

は、米をはじめ、やきとりやとりめし、地元

の菓子類などの特産品のほか、アルテピアッ

ツア美唄の「こころを彫る授業」やゆ～りん

館での宿泊プランなどの地元で体験できるサ

ービスなど 25種類の申請があり、すべてを返

礼品として登録したところであります。 

 今後は、この商品を、インターネットのふ

るさと納税サイトであります「ふるさとチョ

イス」に掲載するとともに、東京美唄会や札

幌美唄会、各種イベントなどでＰＲを行い、

たくさんの方々に美唄市を知って頂くととも

に、美唄の地に来ていただけるよう、この制

度を効果的に活用してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、市内の光回線サービスエリアの整備

経過、現状、今後の取り組み状況についてで

ありますが、光回線については、平成 23 年

12月に市街地のほぼ全てが接続可能なエリア

となり、平成 25 年８月からは、峰延町、上美

唄町、沼ノ端、中村町中央、西美唄町大曲、

元村、元村美富、山形のそれぞれ一部、同年

９月には、茶志内町の一部が拡大されました。 

 このことにより、現在は、市内の９割以上

の世帯が接続可能となっておりますが、一部

の地域については、開通していないところが

あるため、商工会議所と連携を図りながら、

引き続き光回線のエリア拡大に向け、要望活

動などを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、市民のインターネットの利用状況と

市の情報発信についてでありますが、平成 25

年度に実施した市民アンケートの回答では、

インターネットを利用していると答えられて

いる世帯が約 41％おりますので、今後とも、

市公式のホームページやフェイスブックにて、

積極的な市政情報の発信に努め、市民との情

報共有に取り組んでまいります。 

次に、市道の維持管理状況についてであり

ますが、市による道路パトロールや市民から

の情報などをいただき、路面状況などを調査

し、車両などの通行に支障のないよう、融雪

後の凍上した道路には土のうを設置し、段差

解消に努めているほか、舗装道路の穴埋めな

ども適時行ってきているところであります。 

 また、未舗装の道路においては、グレーダ

ーによる路面整正や砂利敷き、塩化カルシウ

ムによる防じん処理を行い、道路路肩部の草

刈・清掃などは、市直営並びに道路愛護組合

により実施し、道路側溝の埋塞や取付管の沈

下による排水不良などについては、排水状況

を把握し、適切な維持管理に努めてきている

ところであります。 

 次に、維持管理に関する要望等についてで

ありますが、老朽化した排水や凍上により段

差の出来た排水の整備要望が多く、その対応

として、緊急を要する部分的な修繕は、維持
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管理で行っておりますが、補修費用が多くか

かるものにつきましては、予算を確保し整備

しております。 

 今後も引き続き、道路パトロールや現地調

査を行い、状況の把握に努めるとともに、地

域住民の意向も踏まえながら、計画的な維持

管理に努めて参りたいと考えております。 

 次に、除排雪の状況についてでありますが、

新雪除雪については、通勤通学などに支障に

ならないよう、市の出動基準に基づき、午前

１時頃から除雪作業を開始し、早朝７時頃ま

でに完了させることとしております。 

 また、日中も降り続く場合は、安全に十分

配慮し、引き続き除雪作業を行い道路交通の

確保に努めております。 

 幹線道路などの排雪については、交通量の

多い路線やバス路線、通学路など優先すべき

路線を順次計画的に行っており、生活道路に

ついては、道路幅員や路面状況に応じて拡幅

除雪などを実施しているところであります。 

 次に、今年度の除排雪状況についてであり

ますが、除雪業務については、３月３日現在

の累積降雪量が 6.7ｍであることから、各路

線の除雪にかかる契約額２億 3,007 万 2,400

円に対し、試算いたしますと約 2,800 万円の

減額となります。 

 幹線道路などの排雪につきましては、18 日

間にわたり、雪堤かき出しを含め行っている

ほか、今後の雪捨場管理や押込み雪の排雪作

業があることから、当初予算での執行を見込

んでおります。 

 今後につきましては、オペレーターの高齢

化や除排雪機械の老朽化、除排雪作業の技術

継承などの課題があることから、除雪業者と

の意見交換会や他市の状況を調査するなど、

安全で安心な冬の暮らしを支える除排雪に努

めて参りたいと考えております。 

 次に、公園の維持管理についてであります

が、主なものとして、花の植栽や花壇の草取

り、草刈や樹木の剪定、冬囲い及び撤去、ト

イレなどの施設清掃を、業務委託や市直営で

行っているほか、美しきまちづくりサポータ

ーの協力をいただきながら実施しております。 

 今後につきましても引き続き、公園利用者

の安全と心のうるおい、安らぎを与える良好

な環境の提供に努めて参りたいと考えており

ます。 

次に、認知症にかかわる具体的な取り組み

についてでありますが、美唄市内の認知症の

人の状況については、平成 26 年４月１日現在、

65歳以上の高齢者 8,797人、65歳未満の２号

被保険者 40人の合計が 8,837 人であり、その

うち要介護・要支援認定者は 1,665 人で、そ

の割合は 18.8％となっております。また、要

介護・要支援認定者 1,665 人のうち、日常生

活に支障をきたすような認知症状のある方は

877人で割合は 52.7％となっております。 

 次に、サービスへ結びつくまでの一連の流

れですが、通常はご家族から市の高齢福祉課

へ相談をいただくことが多く、民生委員や町

内会の方、医療機関等の関係者からも相談を

受けております。相談の中で、必要な方には

医療機関の受診や要介護・要支援認定をお勧

めし、必要な医療、通所介護や通所リハビリ、

訪問介護や訪問看護、訪問リハビリ、認知症

対応型共同生活介護等の介護サービスに結び

つけ、可能な限り自立した日常生活を営める

ように支援しております。 
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 次に、今後の取り組みについてですが、国

が策定した新オレンジプランでは認知症への

理解を深めるための普及啓発の推進、認知症

の人の介護者の支援、認知症の人を含む高齢

者にやさしい地域づくりの推進等が施策の柱

となっております。 

 これまでも美唄市では、認知症の人と家族

が安心して自宅で生活できるよう、家族介護

者交流事業や、やすらぎ支援訪問員派遣事業

等を行っております。 

 今後も、これまでの事業を継続するほか、

新オレンジプランを参考に、認知症ケアカフ

ェの開始や認知症初期集中支援チーム設置に

向けた準備等を行い、地域全体で支えていく

体制づくりに努めて参ります。 

次に、公共施設等総合管理計画の策定につ

いてでありますが、この計画は、美唄市にお

ける今後の人口減少を想定し、道路や橋、水

道、下水道などのインフラを含む公共施設の

廃止や長寿命化、更新等について、概ね 10 年

から 40 年間の利活用に係る長期の公共施設

管理計画を策定するものであります。 

 策定にあたっては、総合計画や各個別計画

との整合性をはかるとともに、財政状況も十

分考慮したうえで、内容を検討することとし

ております。 

 現在、市においては、各施設の建築年度や

構造、過去の修繕状況、さらには、施設の利

用状況などを取りまとめており、この基礎デ

ータをもとに、内容を分析し、平成 28 年度中

には、本計画を策定することとしております。 

●議長内馬場克康君 ９番、金子義彦議員。 

●９番金子義彦議員 自席より何点か再質問

させていただきます。 

まず、１点目ですが、農業振興における後

継者対策の件なんですけれども、お答えをい

ただきました。この中で、農業振興基金によ

る後継者の支援という部分がございました。

この農業振興基金による後継者支援は、当初

は運用益を活用する考えであったと思います

が、現在は、原資を取り崩しをして対応して

おり、この先の対応が危惧されているところ

であります。今後のこの基金の取り扱いにつ

いてどのように考えているのか伺います。 

また、今後、圃場整備による圃場の大型化

や大企業化した担い手の農業経営の安定を図

る上で、先進農業機械技術の導入も必要と思

われますが、本市の取り組みの状況、それに

対する市の考え方について伺います。 

２点目、公園の維持管理でございますけれ

ども、本市における桜の名所として、市内・

外から多くの方が桜の花見を楽しみにしてい

ただける大変知名度の高い東明公園でござい

ますけれども、この桜の木の病気、この病気

の対応についてどのように行っているのか伺

います。 

３点目、認知症にかかる具体的な取り組み

をそれぞれお答えをいただきましたけれども、

近年、全国的に認知症による行方不明者、高

齢者の増加など問題となっておりますけれど

も、美唄市の対応はどのようになっているの

か、また、昨年、岩見沢市で、市職員に向け

ての認知症サポーター養成講座を実施をした

報道がございました。本市においても、関係

職員が受講したことを聞いておりますけれど

も、今後、認知症の人が増えることが予想さ

れる中、市職員をはじめ、社会全体が認知症

に対する正しい理解と的確な対応ができるよ
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うになる必要性があると考えますが、市長の

考え方をお伺いしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 金子議員の質問にお答え

します。 

初めに、農業振興基金についてであります

が、昭和 56 年度から市と市内各農協が 5,000

万円を積み立て、運用益を活用して担い手の

育成となる事業の支援を開始しましたが、平

成４年度以降は、毎年原資を取り崩して対応

しているところであります。 

 また、平成 11 年度に美唄市農業振興基金運

営委員会において、対象事業や補助率の見直

しも行いましたが、本年度末の原資は当初積

立額の約半分となる見込みであります。 

 このため、昨年 12 月開催の基金運営委員会

においては、基金をより有効に活用すること

や基金への寄付も確保できるようＰＲも必要

との議論があったことから、市としましては、

基金運営委員会の議論や担い手の皆さんの声

も踏まえ、今後の運用方法や支援の在り方に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、先進農業機械・技術の取り組み状況

についてでありますが、昨年２月に、美唄先

進農機研究会が、また８月には、峰延先進農

業研究会がそれぞれ発足し、先端農業機械・

技術の利活用を図る目的で、研修会の開催や

講習会参加等により情報収集や調査研究が行

われており、市もこれらの活動に参加してい

るところであります。 

 この分野は、新たな技術やシステム開発の

進歩が著しいことから、今後も研究会と積極

的に連携、情報共有を図ってまいりたいと考

えております。 

次に、東明公園の桜の木の病気への対応に

ついてでありますが、病気や病害虫から桜を

守り、良好な樹勢を保つため、委託業務によ

る病害枝剪定作業を、11月と３月に行ってい

るところであり、今後におきましても、適切

な維持管理に努めて参りたいと考えておりま

す。 

次に、認知症高齢者の行方不明の対応につ

いてでありますが、市、警察、介護保険関係

者、地域の方々等と徘徊高齢者のＳＯＳネッ

トワークを構築しており、認知症等により行

方不明となった場合、警察から各関係機関に

情報を通知していただき、協力して捜索する

こととしております。  

 次に、認知症サポーター養成講座について

ですが、本市では、これまで市の関係職員や

福祉関係者、銀行の方等が 247 名受講してお

りますが、今後については、さらに市の職員

が認知症の理解を深め、業務に生かせるよう

講座を検討して参ります。 

●議長内馬場克康君 一般質問中ですが、午

後１時 10 分まで休憩いたします。 

 

午後 ０時０８分 休憩 

午後 １時１０分 開議 

 

●副議長五十嵐聡君 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

午後から議長の都合により、代わって議事

を進めてまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

一般質問を続けます。13番、土井敏興議員。 

●13 番土井敏興議員（登壇） 平成 27 年第

１回定例会にあたり、大綱２点につきまして、
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市長にお伺いをいたします。 

大綱の１点目は、平成 26年度各会計の決算

の見通しについてでありますが、非常に厳し

い行財政環境の中で、運営にあたってこられ

ましたご労苦に対しまして敬意を表するとこ

ろであります。いよいよ年度末まであと１月

足らずとなってしまいましたが、このたびの

定例会に提出されています補正予算での一般

会計より、市立病院会計及び水道会計に対す

る追加繰り出しや財政調整基金の取り崩しな

ど一連の経緯を含め、一般会計の状況と決算

の見通しについて、また、経営健全化計画の

最終年度を明年に控えている市立病院会計状

況についてと決算見込み、加えて、平成 27 年

度の経営健全化計画達成の見込みは、予定ど

おりと考えておられるのかについてと、昨年

度より不良債務が発生した水道会計について

は、水道事業会計にかかる特別委員会も予定

をされていることから、ここでは概略、どの

ような見込みをされているのかをお伺いをい

たします。 

次に、大綱の２点目でありますが、平成 27

年度の市政執行方針について、５項目にわた

りお伺いをいたします。まず、最初に市長は

激戦を勝ち抜かれたものの、就任時には既に

第６期総合計画の前期計画がスタートをし、

しかも財政健全化計画や市立病院経営健全化

計画実施期間の最中にあるなど、極めて厳し

い環境の中でこれらに示されている目的や目

標の達成に向け、今日まで職員の皆さんの先

頭に立って、必死にご努力をされてこられま

したことにつきましては、私は率直に評価を

させていただくところであります。このたび

示された行財政の執行の方針につきまして、

いわば任期における最後の方針ということに

なり、これまで約４年間取り組まれてこられ

ましたことを踏まえ、それが凝縮され、新し

い展開に臨まれるものと思うところでありま

す。よって、これまでの取り組みの総括とそ

の思いについて、また、これらを礎としての

今後の基本的な姿勢をお伺いをいたしたいと

思います。 

２点目は、まち・ひと・しごと創生法につ

いてでありますが、このテーマにつきまして

は、既にお尋ねがあったとともに、この後も

予定をされている同僚議員がおられることか

ら、重複する部分が多様にあると認識をする

ところでありますが、お許しを賜りたいと存

じるところであります。 

昨年末に制定されたまち・ひと・しごと創

生法は、言わば私は人、仕事が潤沢な都会を

除き、いわゆる将来予測において厳しい環境

にある地域、地方を対象に、この法律のもと

にふるいにかけ、その地域や地方が生き残り

をかけて取り組む姿勢の本気度を試すものと

捉えているところであります。 

その１つ目として、まさに本市は財政難、

加速する人口の減少、地域経済や雇用の低迷

など、そうした大きな渦の中にあり、極めて

厳しく困難な環境に置かれていると言わざる

を得ないわけであります。こうした現状から

も人口の減少そのものを食い止めることは、

なかなか難しいものがあると考えるところで

ありますが、しかし、この難局を乗り切る、

あるいは乗り切っていくためには、このまち

に住む私たちが自ら立ち上がり、さまざまな

角度から知恵や知識を集積して、住みやすい、

暮らしやすい、人に優しい、そして元気なま
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ちにしていかなければならないと感ずるとこ

ろであります。よって生き残りをかけた秘策

を描いていくためにも、どのような具体的な

戦略の展開を市長として考えておられるのか、

お伺いをいたします。 

２つ目には、今ほど申し上げさしていただ

きましたことに大きくかかわりがあるわけで

ありますけれども、これまでご苦労されてこ

られました第６期総合計画の前期計画の最終

年度を迎えるところとなり、これまで取り組

んでこられた内容をしっかりと分析をし、検

証を進め、平成 28 年度からの後期計画にどの

ように生かしていくおつもりか、お考えをお

伺いをいたしたいと思います。 

３点目は、産業間の連携と中心市街地活性

化や観光交流等の取り組みについてでありま

すが、農商工連携については、これまでもさ

まざまな取り組みや事業の展開をされてこら

れた結果、一部商品化につながったというこ

ともお聞きをしておりますけれども、しかし、

全国各地において同様の取り組みが活発に行

われ、そういう状況の中からＢ１グランプリ

の大会や田舎ブランドが脚光を浴び、また、

ふるさと納税の返礼品に当該地の特産品を贈

呈することで、にわかにその地域が全国的に

知名度が増すなど、その競争もエスカレート

しているのも事実であります。そうしたこと

を踏まえ、６次化対策も含め、新たな農商工

連携を模索をしていく必要があると考えると

ころでありますけれども、いかがでしょう。 

このたび中心市街地の活性化や市内での消

費の喚起を促す意味で、大型のプレミアム商

品券が発行されることについては、時期を得

たものと思うところであります。しかし、こ

うした類はえてして一過性となる可能性が高

く、ことに長引く経済状況の低迷や不安定な

雇用条件により、市民の消費行動や形態が変

化をし、市内での購買意欲が減退しつつある

との声も聞かれております。よってこうした

事態に歯止めをかけるためにも、行政として

中心街区の商業者組織や関係団体等との意見

交換や意思の疎通をしっかりと行い、継続的

な取り組みを視野に、さらに検討を進めてい

くべきと、このように思いますがお考えをお

伺いをいたします。 

次に、観光交流等の取り組みについてであ

りますけれども、道内外の観光客や外国人観

光客を対象とした事業に力点を置いて展開を

されるとのことでありますが、こうした観光

客の誘致に向けての取り組みについても、道

内・管内を問わず熾烈な競争下にあり、そう

した中で、より注目度の高いプランを示さな

ければ、なかなか足を運んでもらえない事例

は、散在をしているところであります。よっ

てプランを組み立てていく上での外部委託も

一部必要ではあると思いますが、やはり外国

語が堪能な方を初めとする、専門的な知見を

お持ちの方を職員として採用していくことも

一方では必要ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

次に、交流施設の活用についてであります

が、ゆ～りん館の利用料金の値上げは予定さ

れていることから、さまざまな影響が出るの

ではないかと心配をするところでありますが、

市民や市外の方々の利用増加策をより充実を

させていくことが大切であり、また、今春よ

り正式オープンが予定されている増設をされ

たパークゴルフ場の新コースの利用による効
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果も含め、総合的にどのような展開を考えて

おられるのか、お伺いをいたします。 

４点目は、子育て支援事業における新たな

子ども子育て支援事業計画において、これを

軸に、今後５年間で、それぞれ実施をしてい

くようでありますが、その具体的な事業展開

の内容と地域や市民とのかかわりをどのよう

に進めていかれるのでしょうか。お伺いをい

たします。 

５点目は、宮島沼等の自然環境対策につい

てでありますが、ラムサール条約登録湿地に

指定されて以来、従前にも増して周辺を含め

た環境保持対策に力を注いでこられたところ

でありますが、そうした対策のこれまでの検

証についてと、昨年の秋のマガン等の飛来数

が大きく減少したとの報道があったところで

ありますが、その要因等について、また、本

市にとって宮島沼は、渡り鳥の安らぎの場で

あると同時に、自然や環境を守っている重要

な拠点でもあり、しかも観光や交流の場とも

なっているところから、今後も保全対策を充

実する必要があると考えるところであります

が、その具体策についてお伺いをいたしまし

て、この場からの質問を終わります。 

●副議長五十嵐聡君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、平成 26 年度各会計決算の見通しに

ついて、平成 26 年度各会計の状況と、決算の

見通しについてでありますが、初めに、一般

会計の状況と実質収支見通しについて申し上

げますと、平成 25 年度決算剰余金の財政調整

基金に積んだ残額約１億 1,000 万円の繰越金

については、一般財源を要する補正予算の財

源として使用しているほか、普通交付税と臨

時財政対策債の決定額の合計が予算より約１

億 3,700 万円減となったことなどにより、非

常に厳しい状況でありましたが、全庁的に効

率的な行政執行等に努めたこと、雪が少ない

ことなどから、３月交付の特別交付税にもよ

りますが、ほぼ収支均衡という見込をしてお

ります。 

 また、病院会計、水道会計に対する繰出及

び財政調整基金の取り崩しに至る経過等につ

いてでありますが、病院会計については、国・

道から病院経営健全化計画に基づく各年度の

資金不足比率の達成が必要である旨の指導等

があったことと、自主解消分の一部が解消で

きないことが判明したことにより２億円を一

般会計から追加繰出をすることとしたもので

あります。 

 水道会計については、国・道から、不良債

務の発生は想定していないという考えが示さ

れ、料金改定や一般会計からの繰出を含め、

不良債務解消に向けた対応について指導等を

受けたことから、平成 26年度末の不良債務見

込額約 1 億円を繰り出すこととしたものであ

ります。 

 なお、両会計への繰出金約３億円の財源に

ついては、現状での一般会計からの捻出が難

しいため、財政健全化計画及び病院経営健全

化計画の達成に向け、財政調整基金を取り崩

して充てることとしたものであります。 

 次に、病院会計の平成 26 年度の状況と決算

見込みについてでありますが、１月までの実

績と２月以降の推計で申し上げますと、収入

は計画を下回るものの、入院、外来とも延患

者数が前年度より増加しており、診療収益は
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前年度を上回る見込みであります。 

 支出は消費税引上げなどの影響により、前

年度より一般経費が増加となりますが、人件

費や診療材料費などの費用が計画より縮減さ

れることから、経常収支は黒字となる見込み

でありますが、３年毎の退職手当組合清算金

が平成 22 年度、平成 25 年度において多額に

発生したことにより、病院の自主解消分の一

部が達成できない状況となったことなどから、

年度末の不良債務残高や資金不足比率が計画

を下回るため、一般会計から２億円の追加繰

り出しを行い、資金不足比率等の計画達成を

図るものであります。 

 なお、平成 27 年度計画達成の見込みにつき

ましては、平成 26 年度並みの収支を維持させ

ることにより、病院経営健全化計画は達成さ

れる見込みとなっております。 

 次に、水道会計の平成 26 年度の状況と決算

見込みについてでありますが、平成 25 年度決

算で不良債務が発生したことから、平成 26 年

度においては、人件費の削減を中心に費用の

削減を行いましたが、人口減などにおける給

水収益の減少や配水管漏水修理の増加などに

より、今年度末不良債務見込額は、約１億円

になるものと見込んでおり、一般会計からの

繰り入れにより解消しようとするものであり

ます。 

次に、平成 27 年度市政執行方針について、

これまでの取り組みの総括と、その思いと今

後の基本的な姿勢についてでありますが、私

は、これまで、ふるさと美唄の再生のため、

人口減少や少子高齢化、さらには地域医療の

再構築などの重要課題が山積している状況の

中、活力のあるまちづくりを目指して、「人を

元気に、まちも元気に光輝く美唄へ」を目標

に、さまざまな施策に取り組んでまいりまし

た。 

 これらの取り組みの中では、安心して子ど

も達を育てられる環境の整備や道央圏大学と

の連携協定によるサテライト・キャンパスの

開設のほか、ごみ処理対策として可燃ゴミの

広域処理、循環型社会の整備として生ごみ堆

肥化施設の建設、さらには、美唄市地域医療

提供体制ビジョンや美唄市地域医療再構築プ

ランの策定、日本ハムファイターズとの連携、

ホワイトデータセンター構想の推進、農業基

盤の着実な整備と農商工連携の加速化など、

市民の皆様と約束したことは、少なからず前

に進めることができたものと思っております。 

 また、情報収集と施策づくりのしくみとし

ては、新たに地域の課題や活動に関する庁内

情報の一元化をはじめ、防災体制の強化を図

る危機管理の専門部署の設置やトップダウン

によるスピーディーな政策決定のために部長

職等による経営会議を設置したほか、企業や

金融機関等の民間の動きを的確に把握し、ま

ちづくりに反映させるため、地域経済円卓会

議を新たに設置するなど、さまざまな課題の

解決に向け、取り組んでまいりました。 

 また、持続可能な自治体運営のため、「美唄

市財政健全化計画」や「市立美唄病院経営健

全化計画」の着実な推進に取り組むとともに、

人口減少を克服しつつ、活力あるまちづくり

に向けて「びばい未来交響プラン」を着実に

推進するため、事業の選択と集中に努めてま

いりました。 

 私としましては、今後とも、活力あるまち

づくりを目指していくため、経済活動や市民
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活動の活性化を図りながら、地域のさまざま

な課題の解決に向け、私自らが先頭に立ち、

決断力と行動力を持って、全力で取り組んで

まいる所存であります。 

次に、地方版総合戦略の具体的な考え方に

ついてでありますが、はじめに、地方版総合

戦略の策定にあたっては、国からの具体的な

目標として、「地方における安定した雇用を創

出すること」、「地方への新しい人の流れをつ

くること」、「若い世代の結婚・出産・子育て

の希望をかなえること」、「時代に合った地域

をつくり、安全な暮らしを守るとともに、地

域と地域を連携する」の４つの柱が示されて

いることから、本市としても、こうした目標

に沿って計画を策定し、総合戦略に基づく新

型交付金を有効に活用しながら、まち・ひと・

しごと創生の好循環につなげてまいりたいと

考えております。 

 次に、前期基本計画の検証と後期基本計画

への反映についてでありますが、策定に際し

ましては、市民参加によるまちづくりを推進

するため、総合計画審議会や美唄未来会議に

おいて、施策評価を確認いただき、さまざま

なご意見をいただいてきたところであります。 

 また、今後、美唄未来会議においては、市

民ニーズや社会情勢の変化などとの整合性に

ついて「まちづくり評価」を行い、これらを

受けて平成 27 年度に前期基本計画を総括す

ることとしているところであります。 

 私としましては、平成 28 年度からスタート

する後期基本計画の策定に合わせ、国の人口

減少対策の基本理念などを定めた「まち・ひ

と・しごと創生法」に基づく「長期ビジョン」

及び「総合戦略」を勘案しつつ、本市におけ

る「地方版総合戦略」を策定することとして

おり、我々が目指すべき将来の方向や戦略を

市民の皆さんにしっかりと提示できるよう、

全力で取り組んでいきたいと考えているとこ

ろであります。 

次に、新たな農商工連携についてでありま

すが、農商工連携推進助成事業は、平成 23 年

度から実施し、これまで７団体に対し助成を

行い、地域資源を生かし、11 の商品が開発さ

れ、各種イベントや商談会等を通じ販売・Ｐ

Ｒに努めてきたところであり、一部の商品に

ついては、市外企業との商談がまとまり販路

拡大に繋がったところであります。 

 この事業をより一層推進していくためには、

主体となる生産者や企業自らが、商工会議所

や農協などの関係機関との連携を強化すると

ともに、試験研究機関や大学の意見も参考に

するほか、産業支援機関のアドバイスをいた

だき、斬新な商品の開発や６次化に向けた事

業計画の構築に対し支援していくことが重要

であると考えております。 

 次に、プレミアム付き商品券についてであ

りますが、市ではこれまで、交付金の活用や

市単独事業で商品券の発行に対して支援して

まいりましたが、低迷する市内での個人消費

を喚起するためには、継続的に商品券を発行

することが効果的であることから、今後にお

いても、消費動向を見極め、必要な対応に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、観光客の受入体制についてでありま

すが、道内で外国人観光客の誘致に積極的に

取り組んでいるニセコ町や枝幸町などの事例

を参考とするとともに、本市の魅力を最大限

に発信できるスキルを有し、かつ英語やタイ
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語などを話せる語学の堪能な民間の方を採用

し、国内外からの観光客の誘致に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、交流拠点施設「ゆ～りん館」の活用

についてでありますが、アンビックスでは、

これまで、パークゴルフ場やスキー場などを

セットとした魅力ある料金プランの設定や日

本ハムファイターズと連携した、応援キャン

ペーンの実施などのほか、各種イベントを企

画し、利用客の増加に向け積極的な取り組み

に努めているところであります。このため、

市としましても、来年度、以前から要望の高

かったテレビの設置を含めたサウナ室のリニ

ューアルや水風呂冷却設備の改修など緊急性

の高い設備を更新する予定でありますが、今

後とも必要な施設整備に努めながら、アンビ

ックスと連携し、利用客の増加に向け取り組

んでまいりたいと考えております。 

次に、子育て支援等についてでありますが、

平成 27 年４月から施行される「美唄市子ど

も・子育て支援事業計画」は、５年間の計画

期間となっており、これまでの「次世代育成

支援美唄市行動計画」を踏襲し、新たに保護

者の就労状況を勘案した保育の必要性の認定

や、待機児童防止のための確保方策並びに地

域子ども・子育て支援事業の充実など、円滑

な事業の実施を推進することとしております。  

 事業展開としましては、今年度は、保育サ

ービス向上のための保護者アンケートの実施

や、老朽化が進む保育施設整備を行うととも

に、病気や病気の回復期にある子どもを一時

的に保育する施設として、医療機関に付設し

た病児・病後児保育の実施を目指し、関係機

関との調整を図って参りたいと考えておりま

す。 

 また、子育ての不安を緩和し、安心して子

育てができる環境づくりとして、今後も引き

続き子育て支援センターの情報発信に努め、

子育てサポーターや各関係団体、主任児童委

員との協働によるイベントの開催や講演会の

実施、託児支援など、地域や市民とのふれあ

いの中で子育て家庭を応援していきたいと考

えております。 

 なお、「美唄市子ども・子育て支援事業計画」

は、市の総合的な子ども・子育て支援施策の

軸であり、実施においては、人材育成並びに

各関係機関との連携は必須であることから、

今まで以上に情報の共有を図りながら、事業

の実施に努めて参りたいと考えております。 

次に、宮島沼などの自然環境対策について

でありますが、平成 19 年に環境省により実施

した調査では、水面積の縮小及び、沼の底に

堆積している土砂の増加による浅底化の進行

のほか、有機物による富栄養化などにより水

環境が悪化し、50 年後には水面が消失すると

推定されております。 

 このため、環境悪化に対する取り組みとい

たしましては、関係団体や大学などの研究機

関と連携し、沼に隣接するふゆみずたんぼに

より、富栄養化の原因となる有機物を除去す

る取り組みや、水面積の縮小の原因となる沼

周辺のヨシの刈取のほか、小規模なしゅんせ

つを行い、水質の影響をモニタリングすると

ともに、外来種であるトノサマガエルの捕獲

駆除を行って来たところであります。 

 次に、昨年の秋のマガン数の減少について

でありますが、近年の飛来数調査では、平成

21年から平成 25年までの平均で約 46,000羽
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となっておりましたが、平成 26 年は、17,000

羽と急激に減少したところであります。なお、

減少の要因として考えられるのは、沼の水面

積の縮小や、繁殖地であるカムチャッカ付近

の天候の変化により、渡りのルートが変更さ

れたこと、さらにはマガンの滞在期間が短く

なったことが主な要因であると推察している

ところであります。 

 今後の保全対策につきましては、沼に土砂

の流入を防止するため、当初、環境省におい

て農業排水路に沈砂施設の設置を検討してお

りましたが、その後、道営土地改良事業が行

われることになり、農業排水路を迂回させる

ことで、流入の防止を検討しているところで

あります。 

 また、水面積の縮小及び富栄養化の対策に

つきましては、関係団体や大学などの研究機

関と連携し、沼の水質や堆積物などの調査を

実施するとともに、効果的な保全対策の検討

と実施について環境省に強く要請し、本市の

貴重な地域資源である宮島沼の環境を次世代

に残して参りたいと考えております。 

●副議長五十嵐聡君 13 番、土井敏興議員。 

●13番土井敏興議員 何点か改めてお伺いを

させていただきたいと思います。 

まず最初に、交流施設でありますパークゴ

ルフ場についてでありますけれども、利用者

の皆さんから要望の高かったコースの増設の

整備が進んで、いよいよ今春正式に供用開始

となるわけでありますけれども、36 ホールが

完備されて、公式大会開催可能なパークゴル

フ場として認定をされれば、より多くの方々

に利用していただけるところと思うところで

ありますけれども、市内パークゴルフファン

の要望に応えて、昨年秋には約１カ月間、プ

レオープンをして、利用者の皆さんの反応や

声を聞いたところと思われますが、総じてそ

れがどうであったのか。また、私自身も１度

プレーをしたところでありますけれども、実

は正直、ホールによっては、非常に勾配が急

傾斜であるということで、高齢の方にとって

は非常に大変ではないかということを強く感

じたところでもあります。また、勾配の強い

ところは、芝の定着状態も十分とは感じられ

ないところも散見されたわけであります。こ

れまで利用された方々から、私のところにも

さまざまな声が寄せられておりまして、その

多くはやはり、急勾配によるところの利用の

しづらさ、そういう点であったり、あるいは、

そのことによって転倒等によるけがの心配で

あったり。また、急斜面からの土砂がコース

に流入するおそれがあるのではないだろうか。

そういうような声が実は、寄せられていると

ころであります。よって安全で安心してプレ

ーができる環境を整えていくということが必

須であるわけでありまして、そのことが利用

増につながるものと考えるところであります。

そうした声に対してどのように対処をされて

いくのかお伺いをしたいと思います。 

次は、子育て支援に関してでありますけれ

ども、市では、毎年 18 歳以上の市民を対象に

アンケート調査を行っているところでありま

すけれども、そのうち、子育て支援に関する

設問が２項目あるわけでありますが、その結

果の推移を見てみますと、残念なことに、近

年の傾向は、美唄市を子育てしやすいまちだ

と思う市民の割合が、減少してきているよう

です。約７割の方々が満足感を持っていない
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状況をその結果から示されているところであ

ります。その理由の中において、ことに保健・

医療環境や保育サービス・メニュー等が不十

分との反応が示されているようでありますか

ら、市としても未就学児に対する医療費の無

償化などで徐々に取り組まれていることは、

私も十分承知をしているところでありますけ

れども、美唄市子ども・子育て支援事業計画

についての先ほどのご答弁においては、その

初年度である平成 27 年度において、病児・病

後児保育に関して、実施に向け、関係機関と

調整を図りたいというご答弁でいただきまし

たけれども、今ほどアンケートの状況からし

ましても、やはり、保健あるいは医療に関す

るニーズが高いということを踏まえていくな

らば、早期の実施が望ましいと、このように

思うところでありますけれども、改めて市長

のお考えをお伺いをしたいと思います。 

●副議長五十嵐聡君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 土井議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、昨年プレオープンした新コースに

ついてでありますが、アンケート調査では、

起伏に富んで楽しいとの声がある一方、勾配

がきついとの声があったことを踏まえ、市と

しましては、来年度のオープンに向け、コー

ス内に手すりを設置するとともに、より一層、

プレーを楽しんでいただくため、指定管理者

と連携を図りながら、快適なコース管理に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、子育てしやすいまちづくりについて

でありますが、子育てしやすい環境整備につ

きましては、教育、保育、医療、雇用等のさ

まざまな分野に及んでいることから、これま

でも各関係部署において、その現状、課題等

を整理してきたところであります。 

今後につきましては、４月から施行される

「美唄市子ども・子育て支援事業計画」の基

本施策を推進しながら取り組んでいくことと

しておりますが、その中でも病児・病後児保

育の実施につきましては、できるだけ早期の

実施をめざし、安心して子育てができる環境

づくりに努めて参りたいと考えております。 

●副議長五十嵐聡君 次に移ります。５番、

本郷幸治議員。 

●５番本郷幸治議員（登壇） 平成 27 年第１

回定例会にあたり、大綱２点、市長並びに教

育長にお伺いします。 

大綱の１点目は、福祉行政について市長に

お伺いします。保健福祉についてその１つ目

として、危険ドラッグの現状について何点か

お伺いします。連日報道されております危険

ドラッグについて、過去に道内で中高生や大

学生などを対象とした薬物使用に関する意識

調査が実施されました。その結果、中学生全

体の 53％、高校生全体の 60％、大学生全体の

68％が、大麻や覚せい剤の違法薬物を簡単に

手に入る、何とか手に入るという回答があり、

いずれも過半数を上回る極めて深刻な実態が

浮き彫りになったと報告されております。 

一方最近では、危険ドラッグが社会的な問

題となっております。これは大麻や覚せい剤

と違い、店舗やインターネットで、既存の薬

物よりも安価で入手することができ、また、

合法という名で流通していることから、気軽

に青少年が手を出しやすいと想定されます。

そこで、危険ドラッグの本市の現状等につい

て何点かお伺いします。 
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その１つ目として、危険ドラッグを起因と

した救急搬送されたケースがあったのかどう

か。 

次に、危険ドラッグ関連の急性中毒例があ

ったのかどうか。 

次に、危険ドラッグは覚せい剤や大麻など

と同様に依存症や中毒性があるのかどうか。 

今後の対応についてでありますが、現在危

険ドラッグを販売している業者に対して、な

お一層の指導・取り締まりを強化することが

重要でありますが、もう１つの取り組みとし

て、青少年に対する取り組みを強化すべきと

考えます。本市として既に取り組んでいるの

であれば、その状況と今後の取り組みについ

てお伺いします。 

その２つ目として、コンビニ健診で生活習

慣病予防の推進についてお伺いします。市民

の皆様が健康で一生を送るためにも、特に病

気に対しては、予防、早期発見・早期治療、

重症化予防を推進するため、特定健康診査が

平成 20 年４月から始まり、健診を受けること

により、生活習慣病を見直すきっかけになり

ます。本市においては、第１期特定健康診査

等実施計画の最終年度の受診率目標 65％に対

し、実績としては 24.5％と承知しております

が、残念ながら目標値の半分にも満たない状

況になっております。そして、第２期の実施

が平成 25 年度から始まっておりますが、目標

値はいくらに設定されているのか。また、第

２期開始年度と平成 26年度直近の実績は、ど

のようになっているのかお伺いします。 

次に、第１期実施期間の受診率に対する検

証と分析で何が課題となっているのか、これ

らの課題解決に対して、どのような対策を講

じているのかお伺いします。近年、糖尿病や

高血圧症などの生活習慣病が増加傾向にある

中、健康診断の重要性が改めて指摘されてお

ります。このような中で、尼崎市ではこれま

で一度も健康診断を受けたことのない潜在的

な生活習慣病予備軍や重症者の掘り起こし、

若年者の健診受診率の向上など、市民の健康

寿命の延伸を目的に、株式会社ローソンと健

康協定を締結。それに基づき、平成 25 年にロ

ーソン店舗の駐車場を利用した出前型のいわ

ゆるコンビニ健診が全国で初めて実施されま

した。成果としても受診率が向上し、昨年は

期間も延長して取り組み、大きな成果を挙げ

ております。本市としましても、受診率向上

を図る上でも有効であると考えますが、市長

のご所見をお伺いします。 

大綱の２点目は、教育行政について教育長

にお伺いします。インターネットリテラシー

情報マナーの取り組みについて、インターネ

ットの普及による社会の情報化は、子どもた

ちの生活や心身の問題に大きな影響を及ぼし

ております。特に、パソコン並みの性能を備

えたスマホは長時間利用による健康や学習へ

の悪影響のほか、いじめやインターネット上

の犯罪の温床になるなど、多くの問題が浮上

しており、ネットの適切な活用方法、情報マ

ナーの向上の取り組みが一層求められている

ところであります。総務省によると、昨年９

月に公表した青少年インターネットリテラシ

ー、すなわち情報ネットワークを正しく利用

することができる能力指標によると、１日の

インターネット利用時間が２時間を超えると、

リテラシーが低くなっていくという結果が出

ております。本市においても青少年が安心安
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全にインターネットを利用するために自主的

で継続可能な枠組みの構築が必要と思われま

すが、教育長のご所見をお伺いします。 

●副議長五十嵐聡君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えいたします。 

福祉行政について、初めに、危険ドラッグ

の現状についてでありますが、市内における

危険ドラッグを起因とする事件、事故及び急

性中毒によって救急搬送されたケースは、平

成 25 年、平成 26 年ともございません。 

 次に、危険ドラッグの依存性などについて

でありますが、専門家によりますと、危険ド

ラッグに含まれる成分は、大麻に似た陶酔感

のある合成化学物質が主流でしたが、最近は

覚醒剤を使用したときのような興奮や幻覚妄

想状態を引き起こす化学物質が混ざっていた

り、どんな成分が入っているのかわからない

のが特徴であり、覚醒剤に比べて毒性も依存

性も強いとされ、乱用者が意識障害を起こし、

死に至る可能性もあると言われております。 

 次に、今後の対応についてでありますが、

本市では、これまで北海道から委嘱されてい

る北海道薬物乱用防止指導員や岩見沢保健所

と連携し、食の健康フェスタにおける危険ド

ラッグの展示や啓発用ポケットティッシュ、

チラシの配布や薬物乱用防止強化月間におけ

る北海道のキャンペーン周知やポスター等の

掲示による市民への啓発活動を行ってきたと

ころであります。 

 今後は、これまでの取り組みを継続するほ

か、広報メロディーや公式ホームページを通

じて、危険ドラッグを使用しないよう周知を

図ってまいります。 

 また、青少年に対する取り組みとしまして

は、これまでも美唄ライオンズクラブの薬物

乱用防止指導員による市内小中学校の薬物乱

用防止教室が年２回開催されておりましたが、

今後はさらに教育委員会などと連携しながら

対応してまいります。 

 次に、特定健康診査についてでありますが、

本市国民健康保険において、平成 25 年度から

平成 29 年度の５カ年を計画期間とした「第２

期特定健康診査等実施計画」を策定し、平成

25年度の受診率目標値は、35％に対し、実績

は 25.8％となっており、平成 26 年度の目標

値は 40％に対して、１月末現在の実績は、

23.0％となっております。 

 この特定健康診査は、平成 20 年度から実施

しているところであり、これまでも趣旨を理

解いただくため、積極的に周知、勧奨に努め

ているところでありますが、受診率が伸びな

い状況となっております。このことから、健

診を受けていない方にアンケートを実施した

結果、その中で「健診で数値を指摘されたく

ない」「健診に行く時間が無い」「場所と日程

が合わない」などの回答をいただくなど健診

に対する意識や意見など現状把握をしたとこ

ろであります。 

 受診率向上にむけ、未受診の方には、個別

にハガキでお知らせするとともに、電話でも

直接ご連絡しているところであり、このほか

各種集会等の中でのお知らせや広報紙メロデ

ィーによるご案内、さらにはフェイスブック

を活用するなど、さまざまな手段を用い、受

診に繋がるよう取り組みを行っております。 

 また、対象者には毎年受診券を送付してい

るほか、受診機会の確保のため、美唄市医師
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会との契約により市内医療機関において健診

を受けられるようにするとともに、ヘルシー

ドックにおいて、がん検診と特定健診を同時

に受けることができるような工夫を行うなど、

保健センターと連携し周知に努めているとこ

ろであります。 

 なお、「コンビニ健診」への取り組みについ

てでありますが、本市におきましては、現在、

保健センターのほか南美唄地区や峰延地区な

どにも健診車が出向いて健診を実施しており

ますので、コンビニ等の駐車場活用について

は、今後、情報等を収集し、調査研究してま

いりたいと考えております。 

●副議長五十嵐聡君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） 本郷議員のご

質問にお答えいたします。 

インターネットリテラシー、情報マナーの

取り組みについてでありますが、急速な情報

化の進展に伴い、携帯電話はもとより、スマ

ートフォンの普及やインターネットの活用は、

青少年にとってますます身近になり、低年齢

化も進んでいます。 

インターネットを安全・安心に活用するた

め、ルールやマナーを守って正しく使用する

ことはもとより、危険や脅威に対する適切な

対応や未然に防止する能力を身に付けること

は、極めて重要な課題であると考えておりま

す。 

このことから、小・中学校におきましては、

各校に設置しているコンピュータに、有害サ

イトへの侵入を防ぐフィルタリング設定を行

うとともに、児童生徒が情報モラルを身につ

け、コンピュータや情報通信ネットワークな

どの情報手段を適切に活用できるよう、発達

段階に応じた指導に努めているところであり

ます。 

教育委員会では、新学期を迎える児童生徒

と保護者に向け、校外生活のルールについて

「啓発チラシ」を配付し、携帯電話へのフィ

ルタリングの設定や、家庭でのルールづくり

を呼びかけております。 

また、今年度は、美唄市ＰＴＡ連合会との

共催により、保護者や市民向けの「携帯教室」

を年２回開催し、インターネット・トラブル

防止について、多くの事例を通して具体的な

手法を学ぶ機会を設けたところであります。 

さらに、ＰＴＡ連合会との懇談会において、

携帯電話やスマートフォンの使用に対する約

束事の必要性について、教育委員とＰＴＡの

皆さんとで活発に意見交換し、共通の認識に

立つことができました。 

平成 27 年度「教育行政執行方針」において

も述べましたが、情報通信機器やゲーム機の

使用に関して、ＰＴＡ等との連携により、美

唄市全体のルールづくりに取り組むこととし

ております。 

今後も、学校や家庭、地域との連携のもと、

子どもや保護者、そして教職員や地域の皆さ

んを含め、インターネット・トラブル等を未

然に回避することができるよう、インターネ

ットリテラシーや情報マナーの向上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

●副議長五十嵐聡君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたしま
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した。 

本日はこれをもって延会いたします。 

 

    午後 １時５９分 延会 

 

    午後 １時５９分 延会 


